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聖
宗
三
十
四
部
の
編
成
に
見
る
遼
朝
の
部
族
制

渡　

邊　
　

美　

樹

　
　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

遼
朝
支
配
下
の
遊
牧
諸
部
は
、
初
代
耶
律
阿
保
機
（
太
祖
）
の
時
代
に
は
、
太
祖
二
十
部
と
呼
ば
れ
る
二
〇
の
部
族
か
ら
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
第
六
代
聖
宗
（
位
九
八
二
―
一
〇
三
一
年
）
の
時
代
に
至
る
と
、
こ
の
部
族
体
制
に
大
規
模
な
改
変
が
加
え
ら
れ
た
。
聖

宗
は
、
太
祖
二
十
部
に
含
ま
れ
て
い
た
奚
王
府
下
の
六
部
を
再
編
す
る
と
と
も
に
、
皇
室
奴
隷
や
皇
帝
の
私
民
集
団
で
あ
る
斡オ

ル

ド
魯
朶
所

属
戸
な
ど
の
非
契
丹
人
戸
を
も
と
に
部
族
を
増
設
し
、
新
た
に
三
十
四
部
を
編
成
し
た
（
聖
宗
三
十
四
部
）。

　

こ
れ
ら
太
祖
二
十
部
・
聖
宗
三
十
四
部
は
、
行
政
上
は
北
宰
相
府
（
北
府
）・
南
宰
相
府
（
南
府
）
の
い
ず
れ
か
に
属
し
た
）
1
（

。
各
部
は

丁
男
か
ら
部
隊
を
編
成
し
、
節
度
使
が
こ
れ
を
率
い
て
各
方
面
の
統
帥
機
関
に
所
属
し
、
辺
境
を
防
備
し
た
。
他
方
、
残
さ
れ
た
部
民

た
ち
は
司
徒
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
た
）
2
（

。
聖
宗
三
十
四
部
の
編
成
以
後
、
遼
に
お
い
て
新
た
に
部
族
が
編
成
さ
れ
た
記
録
は
な
く
、
遼
の

部
族
体
制
は
こ
の
聖
宗
の
治
世
に
完
成
し
た
と
目
さ
れ
て
い
る
）
3
（

。

　

従
来
、
聖
宗
に
よ
る
三
十
四
部
の
編
成
は
、
中
央
集
権
的
な
統
治
体
制
の
確
立
を
企
図
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
島

田
正
郎
は
、
聖
宗
に
は
国
政
を
州
県
制
・
部
族
制
の
二
本
立
て
に
集
約
す
る
構
想
が
あ
り
、
皇
室
奴
隷
や
斡
魯
朶
所
属
戸
か
ら
部
族
を

二
六
一



64

東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
二
巻
　

第
三
号

編
成
し
た
の
も
、
そ
の
構
想
の
下
に
全
遊
牧
民
を
部
族
制
で
一
元
的
に
統
治
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
）
4
（

。
ま
た
、
田
村
実
造

は
、
太
祖
二
十
部
の
編
成
後
に
征
服
し
た
諸
部
族
の
氏
族
共
同
体
的
要
素
を
解
体
し
、
皇
帝
と
の
封
建
関
係
の
も
と
に
再
編
す
る
こ
と

が
三
十
四
部
編
成
の
目
的
で
あ
っ
た
と
説
く
）
5
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
高
井
康
典
行
は
遼
の
部
族
が
担
っ
た
辺
境
防
衛
の
機
能
に
注
目
し
、
島
田
・
田
村
の
見
解
に
異
を
唱
え
た
。
高
井
は
、

太
祖
二
十
部
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
聖
宗
三
十
四
部
に
も
組
み
込
ま
れ
た
奚
王
府
六
部
を
手
が
か
り
に
、
三
十
四
部
の
編
成
に
つ
い
て

新
た
な
解
釈
を
提
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
編
成
の
目
的
は
、
集
権
的
な
統
治
体
制
の
確
立
や
部
族
に
対
す
る
支
配
の
強
化
で

は
な
く
、
聖
宗
期
の
領
土
拡
大
に
伴
う
辺
境
の
軍
備
増
強
の
た
め
、
各
地
に
派
遣
す
る
部
族
軍
を
拡
充
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
）
6
（

。

　

部
族
の
再
編
・
編
成
を
無
批
判
に
集
権
化
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
聖
宗
期
の
情
勢
と
、
部
族
制
の
持
つ
軍
事
的
役
割
を
踏
ま
え
て

考
察
し
た
高
井
の
見
解
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
高
井
の
見
解
に
も
検
証
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
。
近
年
の
研
究
に
お
い
て
、
高

井
が
着
目
し
た
部
族
に
よ
る
辺
防
体
制
は
、
奚
王
府
六
部
が
再
編
さ
れ
た
当
時
に
は
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
高
井
の
奚
王
府
六
部
に
対
す
る
考
察
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
た
三
十
四
部
編
成
の
目

的
が
妥
当
で
あ
る
か
は
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
奚
王
府
六
部
の
再
編
に
対
す
る
高
井
説
の
問
題
点
を
検
証
し
、
こ
の
部
族
再
編
の
意
義
を
再
解
釈
す
る
。

次
に
、
聖
宗
期
に
増
設
さ
れ
た
そ
の
他
の
諸
部
に
つ
い
て
成
立
の
経
緯
を
検
討
し
、
聖
宗
三
十
四
部
が
い
か
な
る
部
族
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
そ
れ
を
踏
ま
え
、
遼
の
部
族
制
の
捉
え
方
に
つ
い
て
新
た
な
視
点
を
提
示
し
た
い
。

　

な
お
、
引
用
史
料
に
付
し
た
﹇　

﹈
内
の
頁
数
は
、『
遼
史
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
三
年
、
第
五
次
印
刷
版
。
一
九
七
四
年
、
初
版
）、『
宋

二
六
二
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渡
邊

史
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
年
、
湖
北
第
二
次
印
刷
版
。
一
九
八
五
年
、
初
版
）、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年
、
第
三
次
印

刷
版
。
一
九
九
二
年
、
初
版
）
に
よ
っ
た
。

　
　
　
　
　

一
、
奚
王
府
六
部
の
再
編

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
兀
惹
遠
征
と
東
北
路
統
軍
司

　

奚
王
府
六
部
（
以
下
「
奚
六
部
」
と
略
称
）
は
、
も
と
は
太
祖
が
侵
攻
し
て
服
属
さ
せ
た
遥
里
・
伯
徳
・
奥
里
・
梅
只
・
楚
里
の
五
部

と
、
そ
の
後
太
祖
が
奚
の
反
乱
を
鎮
圧
し
た
際
に
そ
の
隠
戸
・
逃
戸
を
括
出
し
て
編
成
し
た
堕
瑰
部
か
ら
成
っ
て
い
た
）
7
（

。
統
和
一
二
年

（
九
九
四
）
一
二
月
、
聖
宗
の
詔
に
よ
っ
て
人
口
の
少
な
い
奥
里
・
堕
瑰
・
梅
只
の
三
部
が
奥
里
部
に
統
合
さ
れ
、
別
に
奚
王
直
属
の
集

団
と
さ
れ
る
北
剋
・
南
剋
か
ら
北
剋
部
・
南
剋
部
の
二
部
が
新
設
さ
れ
て
奚
六
部
が
再
編
さ
れ
た
。

　

こ
の
部
族
再
編
に
つ
い
て
、
高
井
は
、
遼
の
部
族
が
辺
防
軍
の
供
出
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
①
再
編
後
の
奚
六
部
は
東
北

路
統
軍
司
に
所
属
し
た
こ
と
、
②
奚
六
部
再
編
の
翌
年
（
九
九
五
）
に
、
奚
王
が
牡
丹
江
上
流
に
勢
力
を
張
る
集
団
、
兀
惹
へ
の
遠
征
を

命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
二
点
か
ら
、
奚
六
部
の
再
編
と
は
、
東
北
進
出
を
企
図
し
た
遼
が
、
同
方
面
の
軍
備
を
拡
充
す
る
た
め
に
行
っ

た
部
族
軍
の
再
編
で
あ
っ
た
と
結
論
し
た
。

　

ま
た
高
井
は
、
奥
里
・
堕
瑰
・
梅
只
の
三
部
が
人
口
の
少
な
い
こ
と
を
理
由
に
一
部
と
さ
れ
、
他
方
、
聖
宗
三
十
四
部
の
多
く
が
「
戶

口
蕃
息
」
を
理
由
に
新
設
さ
れ
た
点
に
も
注
目
し
）
8
（

、
遼
朝
で
は
部
族
軍
の
編
成
に
あ
た
っ
て
満
た
す
べ
き
定
員
数
が
存
在
し
た
証
左
と

す
る
。
以
上
か
ら
、
聖
宗
の
部
族
再
編
は
、
領
土
拡
大
に
伴
う
辺
境
の
軍
備
増
強
の
必
要
か
ら
、
部
族
軍
の
編
成
が
可
能
な
人
口
規
模

二
六
三
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の
遊
牧
・
牧
畜
集
団
を
、
部
族
と
い
う
単
位
に
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
）
9
（

。

　

し
か
し
、
高
井
が
奚
六
部
の
再
編
を
東
北
の
軍
備
増
強
と
関
連
づ
け
る
論
拠
の
①
に
つ
い
て
は
、
奚
六
部
が
東
北
路
統
軍
司
に
所
属

し
た
時
期
は
史
料
に
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
再
編
と
同
時
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
近
年
の
研
究
で
は
、
東
北
路
に
最
初
に

置
か
れ
た
統
帥
機
関
は
東
北
路
詳
穏
司
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
八
代
道
宗
の
咸
雍
七
年
か
ら
大
康
三
年
の
間
（
一
〇
七
一
―
一
〇
七
七
）
に

東
北
路
統
軍
司
に
改
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
）
10
（

。

　

ま
た
、
東
北
路
統
軍
司
が
奚
六
部
の
再
編
時
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
兀
惹
遠
征
軍
の
構
成
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。『
遼
史
』

よ
り
兀
惹
遠
征
へ
の
参
与
が
確
認
で
き
る
者
は
、
奚
王
和
朔
奴
・
東
京
留
守
蕭
恒
徳
・
護
衛
太
保
耶
律
斡
臘
・
東
京
統
軍
使
耶
律
奴
瓜

の
四
名
で
あ
る
）
11
（

。
こ
の
う
ち
、
遠
征
軍
の
総
指
揮
を
執
る
行
軍
都
部
署
は
奚
王
和
朔
奴
、
副
指
揮
官
た
る
行
軍
副
部
署
は
東
京
留
守
蕭

恒
徳
で
あ
り
）
12
（

、
東
北
路
統
軍
司
が
関
与
し
た
形
跡
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
『
遼
史
』
巻
八
八
、
蕭
恒
徳
伝
の
次

の
記
述
で
あ
る
。

都
部
署
和
朔
奴
に
從
い
て
兀
惹
を
討
た
ん
と
す
る
や
、
未
だ
戰
わ
ず
し
て
、
兀
惹
、
降
ら
ん
こ
と
を
請
う
。
恆
德
、
其
の
俘
獲
を

利
と
し
、
許
さ
ず
。
兀
惹
死
戰
し
、
城
拔
く
能
わ
ず
。
和
朔
奴
、
議は
か

り
て
引
き
退
か
ん
と
欲
す
る
も
、
恆
德
曰
く
、
彼
の
倔
强
な

る
を
以
て
、
吾
れ
詔
を
奉
じ
て
來
り
討
た
ん
と
す
る
も
、
功
無
く
し
て
還
ら
ば
、
諸
部
、
我
を
何
と
謂
わ
ん
。
若
し
深
く
入
り
多

く
獲
れ
ば
、
猶
お
徒
い
た
ず
らに
返
る
に
勝
ら
ん
、
と
）
13
（

。

和
朔
奴
率
い
る
遼
の
遠
征
軍
が
迫
る
と
、
兀
惹
は
交
戦
を
避
け
よ
う
と
降
伏
を
申
し
出
た
。
し
か
し
、
蕭
恒
徳
は
彼
ら
と
の
戦
い
で
得

ら
れ
る
利
益
を
優
先
し
、
こ
れ
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
死
力
を
尽
く
し
て
戦
う
兀
惹
に
遼
の
遠
征
軍
は
苦
戦
を
強
い
ら

二
六
四
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渡
邊

れ
、
遂
に
は
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
退
却
の
意
思
を
示
す
和
朔
奴
に
対
し
、
蕭
恒
徳
が
「
功
無
く
し
て
還
ら
ば
、
諸
部
、
我
を
何
と
謂
わ
ん
」

と
述
べ
、
従
軍
し
た
諸
部
か
ら
の
批
判
を
懸
念
し
、
戦
利
品
を
獲
得
す
る
よ
う
和
朔
奴
に
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

こ
の
兀
惹
遠
征
に
お
い
て
、
遠
征
軍
に
参
加
し
た
諸
部
の
利
害
を
保
障
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の
は
東
京
留
守
た
る
蕭
恒
徳
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
て
も
、
奚
六
部
が
再
編
さ
れ
た
統
和
一
二
年
（
九
九
四
）
の
時
点
で
東
北
路
統
軍
司
に
よ
る
辺
境
防
衛
の
体
制

が
存
在
し
た
と
は
考
え
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
機
関
へ
の
所
属
を
も
っ
て
、
奚
六
部
再
編
の
目
的
を
東
北
進
出
に
伴
う
軍
備
の
増
強

と
す
る
高
井
の
説
に
は
首
肯
で
き
な
い
。
す
る
と
、
こ
の
部
族
再
編
が
持
つ
意
味
は
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
奚
王
府
六
部
再
編
の
背
景

　

前
節
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
統
和
一
二
年
、
奚
王
府
下
の
六
部
の
う
ち
奥
里
・
堕
瑰
・
梅
只
の
三
部
は
、
人
口
が
少
な
い
こ

と
を
理
由
に
一
部
に
統
合
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
奚
王
直
属
の
集
団
で
あ
る
北
剋
・
南
剋
か
ら
新
た
に
北
剋
部
と
南
剋
部
が
編
成
さ
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、『
遼
史
』
巻
一
三
、
聖
宗
本
紀
、
統
和
一
二
年
（
九
九
四
）
条
に
は
注
目
す
べ
き
記
述
が
見
え
る
。

（
一
二
月
）
詔
し
て
奚
王
府
の
奧
里
・
墮
隗
（
墮
瑰
）・
梅
只
三
部
を
幷
せ
て
一
と
爲
し
、
其
の
二
剋
（
北
剋
・
南
剋
）
も
て
各
お
の
分

か
ち
て
部
と
爲
し
、
以
て
六
部
の
數
を
足
ら
し
む
）
14
（

。

傍
線
部
を
見
る
と
、
北
剋
部
・
南
剋
部
の
新
設
は
、
奥
里
以
下
の
三
部
の
統
合
に
よ
っ
て
生
じ
た
欠
を
補
塡
し
、「
六
部
」
と
い
う
数
を

二
六
五
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揃
え
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
奚
六
部
の
再
編
は
、
あ
く
ま
で
奚
王
府
六
部
か
ら
旧
来
ど
お
り
六
部
相
当

の
人
戸
を
供
出
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

統
和
年
間
（
九
八
三
―
一
〇
一
二
）
の
前
半
は
、
奚
六
部
に
限
ら
ず
遼
の
各
部
族
で
人
戸
の
困
窮
・
減
少
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。『
遼

史
』
巻
一
〇
、
聖
宗
本
紀
、
統
和
三
年
（
九
八
五
）
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

三
月
乙
巳
朔
、
樞
密
奏
す
ら
く
、
契
丹
の
諸
役
戶
多
く
困
乏
す
れ
ば
、
富
戶
を
以
て
之
に
代
え
ん
こ
と
を
請
う
、
と
。
上
、
因
り

て
諸
部
の
籍
を
閱
す
る
に
、
涅
剌
・
烏
隈
の
二
部
、
戶
少
な
く
し
て
役
重
し
。
幷
び
に
量
り
て
之
を
免
ず
）
15
（

。

統
和
三
年
（
九
八
五
）、
枢
密
使
は
「
契
丹
諸
役
戶
」
の
多
く
が
困
窮
し
て
い
る
た
め
、
富
戸
に
労
役
を
代
行
さ
せ
る
よ
う
上
奏
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
聖
宗
は
諸
部
の
戸
籍
を
閲
覧
し
、
人
戸
の
少
な
い
涅
剌
部
・
烏
隈
部
の
役
務
を
減
免
し
た
。

　

こ
の
記
述
か
ら
は
、
な
ぜ
諸
部
族
の
人
戸
が
困
窮
・
減
少
し
た
の
か
、
彼
ら
が
い
か
な
る
役
を
担
っ
て
い
た
の
か
は
う
か
が
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
次
の
『
遼
史
』
巻
一
〇
四
、
耶
律
昭
伝
の
記
述
で
あ
る
。

統
和
中
（
九
八
三
―
一
〇
一
二
）、
兄
國
留
の
事
に
坐
し
、
西
北
部
に
流
さ
る
。
會
た
ま
蕭
撻
凜
、
西
北
路
招
討
使
と
爲
り
、
之
を
愛

し
、
奏
し
て
其
の
役
を
免
じ
、
禮
し
て
門
下
に
致
す
。
…
…
撻
凜
問
い
て
曰
く
、
今
軍
旅
甫は
じ

め
て
罷
め
、
三
邊
宴
然
た
る
も
、
惟

だ
阻
卜
の
み
隙
を
伺
い
動
か
ん
と
す
。
…
…
計
將
に
安
く
に
か
出
で
ん
と
す
る
、
と
。
昭
、
書
を
以
て
答
え
て
曰
く
、
…
…
夫
れ

西
北
の
諸
部
、
農
時
に
當
た
る
每
に
、
一
夫
は
偵
候
と
爲
り
、
一
夫
は
公
田
を
治
め
、
二
夫
は
糺
官
の
役
に
給
し
、
大
率
四
丁
室

處
を
一
に
す
る
無
し
。
芻
牧
の
事
、
妻さ
い

孥ど

に
仰
給
す
。
一
た
び
寇
掠
に
遭
わ
ば
、
貧
窮
立
ち
ど
こ
ろ
に
至
る
。
春
夏
賑
恤
す
る
も
、

吏
多
く
雜ま
じ

う
る
に
糠こ
う

粃ひ

を
以
て
し
、
重
ぬ
る
に
掊ほ
う

克こ
く

を
以
て
す
れ
ば
、
數
月
を
過
ぎ
ず
し
て
、
又
た
復ふ
た
たび
困
を
吿
ぐ
。
且
つ
、
畜

二
六
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牧
は
富
國
の
本
な
り
。
有
司
其
の
隱
沒
を
防
が
ん
と
し
、
之
を
一
所
に
聚
め
、
各
お
の
水
草
の
便
地
に
就
く
を
得
し
め
ず
。
抒
ぬ

る
に
逋
亡
の
戍
卒
、
隨
時
補
調
す
る
も
、
風
土
に
習
れ
ざ
る
を
以
て
し
、
故
に
日
ご
と
に
瘠
せ
月
ご
と
に
損よ
わ

り
、
馴
至
耗
竭
す

…
…
、
と
）
16
（

。

西
北
路
招
討
使
蕭
撻
凜
が
侵
略
の
機
を
窺
う
阻
卜
へ
の
対
処
を
耶
律
昭
に
尋
ね
る
と
、
昭
は
そ
の
返
答
に
先
立
っ
て
西
北
の
状
況
を
述

べ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
現
地
の
部
族
は
男
た
ち
が
斥
候
や
兵
士
、
あ
る
い
は
公
田
の
耕
作
に
徴
発
さ
れ
る
た
め
に
、
ひ
と
た
び
侵
略

さ
れ
れ
ば
た
ち
ま
ち
困
窮
し
て
し
ま
う
状
況
に
あ
る
と
い
う
。
ま
た
中
央
か
ら
の
賑
給
も
、
地
方
官
吏
の
水
増
し
や
厳
し
い
税
の
取
り

立
て
に
よ
っ
て
十
分
効
力
を
発
揮
し
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
昭
は
、
諸
部
族
が
逃
亡
防
止
の
た
め
に
遊
牧
地
を
制
限
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
辺
防
の
兵
士
が
逃
亡
す
る
と
他
所
か
ら
人
員
が
補
充
さ
れ
る
が
、
環
境
に
適
応
で
き
ず
衰
弱
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　

彼
に
策
を
尋
ね
た
蕭
撻
凜
は
統
和
年
間
の
中
頃
に
西
方
・
西
北
方
の
遠
征
で
功
績
を
挙
げ
た
人
物
で
あ
る
。
統
和
一
二
年
（
九
九
四
）

に
皇
太
妃
と
と
も
に
タ
ン
グ
ー
ト
の
鎮
圧
を
命
じ
ら
れ
、
同
一
五
年
（
九
九
七
）
に
は
ケ
ル
レ
ン
川
上
・
中
流
域
に
割
拠
す
る
遊
牧
集

団
、
敵
烈
の
反
乱
を
平
定
、
そ
の
後
、
オ
ル
ホ
ン
川
流
域
を
根
拠
地
と
す
る
遊
牧
集
団
、
阻
卜
の
鎮
定
に
お
い
て
も
戦
果
を
挙
げ
た
）
17
（

。

　

撻
凛
が
西
北
路
招
討
使
を
務
め
た
正
確
な
期
間
は
不
明
で
あ
る
が
、
統
和
二
〇
年
（
一
〇
〇
二
）
に
は
南
京
統
軍
使
を
帯
び
て
い
る
こ

と
か
ら
）
18
（

、
敵
烈
・
阻
卜
の
平
定
に
あ
た
っ
て
い
た
統
和
一
五
年
か
ら
同
二
〇
年
ま
で
の
間
の
一
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
統
和

年
間
中
期
の
遼
朝
西
北
で
は
、
相
継
ぐ
軍
事
動
員
と
厳
し
い
税
徴
収
に
よ
っ
て
部
族
が
困
窮
し
、
兵
士
・
部
民
の
逃
亡
が
頻
発
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
撻
凜
が
「
今
軍
旅
甫
め
て
罷
め
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
統
和
年
間
の
前
半
は
西
北
の
み
な
ら
ず
各
方
面
で
軍
事
的
緊
張
が

二
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高
ま
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
南
方
で
は
、
乾
亨
元
年
（
九
七
九
）
に
太
原
に
拠
っ
て
い
た
北
漢
が
滅
亡
し
て
以
来
、
北
宋
と
の
対
立
状
態

が
続
き
、
統
和
四
年
（
九
八
六
）
に
は
燕
雲
十
六
州
の
奪
回
を
標
榜
す
る
北
宋
に
よ
っ
て
大
規
模
な
侵
攻
を
被
っ
た
。
東
北
で
は
、
中
原

と
の
安
定
し
た
交
易
を
求
め
て
独
自
に
交
渉
を
持
と
う
と
す
る
旧
渤
海
領
の
在
地
集
団
の
統
御
に
苦
心
し
て
い
た
）
19
（

。
ま
た
西
方
で
も
、

統
和
初
年
に
は
タ
ン
グ
ー
ト
の
討
伐
が
行
わ
れ
る
（
後
述
）。

　

こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
統
和
三
年
条
に
見
え
る
契
丹
部
族
の
困
窮
や
人
戸
減
少
も
、
耶
律
昭
伝
に
見
え
る
西
北
諸
部
と
同
様
、

軍
役
と
徴
税
の
負
担
が
主
た
る
要
因
と
考
え
ら
れ
よ
う
）
20
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
統
和
年
間
に
都
合
三
度
も
の

戸
口
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。『
遼
史
』
巻
一
三
・
一
四
、
聖
宗
本
紀
に
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

（
統
和
九
年
）
秋
七
月
癸
卯
、
戶
口
を
通
括
す
。
…
…
（
同
一
五
年
三
月
）
壬
午
、
宮
分
の
人
戶
を
通
括
す
。
…
…
（
同
二
一
年
一
一
月
）

丙
申
、
南
院
部
民
を
通
括
す
）
21
（

。

統
和
九
年
（
九
九
一
）
に
全
国
的
な
戸
口
調
査
が
行
わ
れ
、
同
一
五
年
（
九
九
七
）
に
は
斡
魯
朶
所
属
民
を
、
二
一
年
（
一
〇
〇
三
）
に
は

太
祖
二
十
部
の
一
つ
で
あ
る
六
院
部
（
＝
南
院
部
）
の
部
民
を
対
象
に
再
度
戸
口
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。

　

こ
こ
に
見
え
る
「
通
括
」
は
、『
遼
史
』
巻
五
九
、
食
貨
志
上
の
用
例
で
は
「
通あ
ま
ねく
檢
括
し
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
お
り
）
22
（

、
広
く
逃

戸
や
蔭
附
民
を
検
括
す
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
一
連
の
戸
口
調
査
は
、
当
時
の
遼
朝
が
逃
戸
・

隠
戸
を
検
括
し
、
軍
役
や
賦
租
の
上
納
を
担
う
人
戸
を
確
保
し
よ
う
と
腐
心
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
統
和
前
半
期
の
状
況
に
即
し
て
見
れ
ば
、
奚
王
府
六
部
の
再
編
も
、
部
族
の
困
窮
と
人
戸
の
減
少
と
い
う
問
題
に
対

す
る
処
置
の
一
つ
と
し
て
、
奚
六
部
か
ら
な
お
従
前
通
り
の
人
戸
を
確
保
す
べ
く
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
六
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二
、
聖
宗
三
十
四
部
の
区
分

　

前
節
で
論
じ
た
と
お
り
、
奚
六
部
の
再
編
は
、
彼
ら
に
対
す
る
支
配
の
強
化
や
辺
境
の
軍
備
増
強
が
目
的
で
は
な
く
、
対
外
的
な
緊

張
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
生
じ
た
部
族
の
困
窮
と
い
う
当
時
の
情
勢
に
対
す
る
処
置
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

聖
宗
期
に
編
成
さ
れ
た
他
の
諸
部
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
経
緯
で
編
成
さ
れ
た
の
か
は
再
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
聖
宗
三
十
四
部
の
主
た
る
特
徴
は
、
そ
の
多
く
が
斡
魯
朶
の
属
民
や
皇
室
奴
隷
な
ど
の
非
契
丹

人
か
ら
成
る
点
で
あ
る
。
ま
た
『
遼
史
』
巻
三
三
、
営
衛
志
下
、
部
族
下
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
三
十
四
部
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

け
ら
れ
る
と
い
う
。

已
上
、
聖
宗
、
舊
部
族
を
以
て
置
く
者
十
六
、
增
置
す
る
も
の
十
八
）
23
（

。

こ
の
一
文
は
先
行
研
究
で
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、「
舊
部
族
を
以
て
置
く
」「
增
置
す
る
」
と
い
う
文
言
が
具
体
的
に
い
か

な
る
特
徴
を
指
す
の
か
は
十
分
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
営
衛
志
」
の
部
族
下
条
に
は
、
各
部
の
部
名
と
と
も
に
、
そ
の
成
員
、
来
歴
、
節
度
使
と
司
徒
の
所
在
、
北
府
・
南
府
の
い
ず
れ
に

属
す
る
か
、
節
度
使
が
ど
の
統
帥
機
関
に
属
す
る
か
な
ど
の
情
報
が
記
さ
れ
る
。
前
半
は
、
奚
六
部
を
は
じ
め
来
歴
の
明
確
な
部
が
多

い
の
に
対
し
、
後
半
に
行
く
に
つ
れ
、「
聖
宗
、
〇
〇
戸
を
以
て
置
く
」
の
よ
う
に
簡
略
な
記
述
の
み
の
部
が
目
立
つ
（
表
1
）。
そ
の

な
か
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
奥
衍
女
直
部
の
記
述
で
あ
る
。

奧
衍
女
直
部
。
聖
宗
、
女
直
戶
を
以
て
置
く
。
北
府
に
隸
し
、
節
度
使
は
西
北
路
招
討
司
に
屬
し
、
鎭
州
の
境
を
戍
る
。
此
自
り

二
六
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河
西
部
に
至
る
ま
で
、
Ⓐ
皆
諸
國
に
俘
獲
す
る
の
民
た
り
。
Ⓑ
初
め
諸
宮
に
隸
し
、
Ⓒ
戶
口
蕃
息
し
て
部
を
置
く
。
五
國
に
訖
る

ま
で
、
皆
節
度
使
有
り
）
24
（

。

奥
衍
女
直
部
は
、
女
真
（
女
直
）
戸
か
ら
編
成
さ
れ
た
部
で
あ
る
）
25
（

。
そ
の
節
度
使
は
、
軍
事
上
は
西
北
路
招
討
司
に
属
し
、
鎮
州
の
境

界
を
防
衛
し
た
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
後
に
続
く
河
西
部
ま
で
計
一
四
部
の
設
立
経
緯
が
総
括
し
て
記
述
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
最
後
尾
に
位
置
す
る
五
国

部
ま
で
を
包
括
し
た
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
奥
衍
女
直
部
は
、
部
族
下
条
の
な
か
で
冒
頭
か
ら
一
七
番
目
に
あ
た
り
、

ち
ょ
う
ど
前
半
一
六
部
と
後
半
一
八
部
の
境
に
位
置
す
る
。
こ
う
し
た
構
成
に
鑑
み
れ
ば
、
三
十
四
部
は
、
部
族
下
条
に
列
記
さ
れ
た

順
に
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
か
ら
一
六
番
目
ま
で
が
「
舊
部
族
を
以
て
置
」
い
た
部
、
奥
衍
女
直
部
以
下
の
一
八
部
が
「
增
置
」
さ
れ
た

部
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
両
者
が
い
か
な
る
違
い
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
の
か
、
検
討
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
前
半
一
六
部
に
つ
い
て
、
表
1

の
そ
れ
ぞ
れ
下
線
を
引
い
た
箇
所
に
注
目
す
る
と
、
次
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
。

　

第
一
に
、
①
撒
里
葛
部
か
ら
④
訛
僕
括
部
、
お
よ
び
⑥
稍
瓦
部
・
⑦
曷
朮
部
の
計
六
部
で
あ
る
。
前
四
部
は
、
か
つ
て
太
祖
の
討
伐

を
受
け
て
遼
朝
に
降
伏
し
、
斡
魯
朶
に
所
属
し
て
い
た
奚
の
集
団
を
部
族
制
に
編
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
の
二
部
は
、
斡
魯
朶
所
属

戸
と
皇
室
奴
隷
か
ら
編
成
さ
れ
た
石
烈
と
い
う
集
団
が
そ
の
前
身
で
あ
る
と
い
う
。
石
烈
は
、
部
族
の
下
部
単
位
あ
る
い
は
斡
魯
朶
の

下
部
単
位
と
し
て
史
料
に
見
え
る
。
両
部
の
前
身
と
な
っ
た
稍
瓦
・
曷
朮
石
烈
は
、
鷹
坊
や
冶
金
に
従
事
す
る
集
団
と
し
て
皇
族
の
私

有
民
か
ら
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
斡
魯
朶
に
属
す
る
石
烈
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
六
部
は
、
も
と
は
斡
魯
朶

二
七
〇
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の
管
理
体
系
に
属
し
た
集
団
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
二
に
、
⑤
特
里
特
勉
部
、
お
よ
び
⑧
遥
里
部
か
ら
⑬
北
剋
部
ま
で
の
七
部
で
あ
る
。
前
者
は
、
も
と
は
奚
に
対
す
る
偵
察
・
防
衛

の
た
め
、
契
丹
の
旧
来
八
部
か
ら
二
〇
戸
ず
つ
人
戸
を
抽
出
し
て
編
成
さ
れ
た
集
団
で
あ
り
、
人
口
の
増
加
に
伴
っ
て
部
族
制
に
編
入

さ
れ
た
。
後
者
は
前
節
で
み
た
奚
王
府
六
部
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
七
部
は
、
も
と
は
部
族
制
に
属
し
た
集
団
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。

　

そ
し
て
第
三
に
、
⑭
隗
衍
突
厥
部
か
ら
⑯
涅
剌
越
兀
部
ま
で
の
三
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
既
存
の
集
団
を
部
と
す
る
の
で

は
な
く
、
部
の
新
設
に
あ
た
っ
て
人
戸
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
員
と
さ
れ
る
「
四
闢
沙
・
四
頗
憊
」「
涅
剌
室
韋
」

は
、『
遼
史
』
中
に
他
の
用
例
が
な
く
、
そ
の
来
歴
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
⑭
隗
衍
突
厥
部
は
女
真
と
の
境
界
防
備
の
た
め
に
編

成
さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
ち
に
部
族
に
編
成
さ
れ
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
辺
境
防
衛
を
目
的
と
す
る
点
は

⑤
特
里
特
勉
部
と
共
通
す
る
。
ま
た
、「
析
き
て
」
と
い
う
表
記
か
ら
も
、
遼
朝
が
彼
ら
の
母
体
集
団
か
ら
一
部
人
戸
を
供
出
さ
せ
て
同

部
を
編
成
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
⑭
隗
衍
突
厥
部
お
よ
び
彼
ら
と
同
様
の
成
立
経
緯
を
持
つ
と
い
う

⑮
奧
衍
突
厥
部
は
、
遼
朝
支
配
下
に
存
在
し
た
集
団
か
ら
一
部
人
戸
を
抽
出
し
て
編
成
さ
れ
た
部
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
舊
部
族
を
以
て
置
」
か
れ
た
一
六
部
と
は
、
遼
朝
に
既
存
の
集
団
か
ら
一
部
人
戸
を
抽
出
し
て
、
あ
る
い
は

そ
の
集
団
自
体
を
も
っ
て
、
部
族
と
い
う
単
位
に
編
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、「
增
置
」
さ
れ
た
後
半
一
八
部
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
後
半
諸
部
の
特
徴
を
総
括
す
る
先
掲
の
奥
衍

女
直
部
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
河
西
部
ま
で
の
一
四
部
は
、
Ⓐ
外
征
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
捕
虜
を
も
と
に
編
成
さ
れ
、
Ⓑ

二
七
一
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そ
の
成
員
は
か
つ
て
斡
魯
朶
に
属
し
、
Ⓒ
人
口
の
増
加
に
伴
っ
て
部
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
は
、
前
半
諸
部
に
も
該
当
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
Ⓑ
斡
魯
朶
所
属
戸
か
ら
な
る
部
は
、
太

祖
期
に
宮
分
戸
と
な
っ
た
①
撒
里
葛
・
②
窈
爪
・
③
耨
盌
爪
部
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ⓒ
人
口
の
増
加
が
編
成
の
契
機
と
さ
れ

る
部
で
あ
れ
ば
、
⑤
特
里
特
勉
・
⑥
稍
瓦
・
⑦
曷
朮
部
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。
そ
し
て
、
Ⓐ
捕
虜
を
成
員
と
す
る
と
い
う
点
も
、

⑥
稍
瓦
・
⑦
曷
朮
部
は
斡
魯
朶
所
属
戸
と
皇
室
奴
隷
を
も
と
に
人
為
的
に
編
成
さ
れ
た
集
団
で
あ
り
、
そ
の
成
員
の
多
く
は
外
征
に
よ
っ

て
獲
得
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
奥
衍
女
直
部
の
項
で
述
べ
ら
れ
る
後
半
諸
部
の
特
徴
は
、
一
見
す
る
と
前
半
諸
部
と
大
き
く
異
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
こ
で
検
討
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
奥
衍
女
直
部
を
構
成
す
る
女
真
戸
の
来
歴
で
あ
る
。

　

遼
に
よ
る
女
真
へ
の
侵
攻
な
い
し
交
戦
は
、
建
国
以
前
の
太
祖
に
よ
る
も
の
を
除
く
と
聖
宗
期
ま
で
見
ら
れ
な
い
。
太
祖
期
の
侵
攻

に
つ
い
て
は
『
遼
史
』
巻
一
、
太
祖
本
紀
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

明
年
（
九
〇
三
）
春
、
女
直
を
伐
ち
、
之
を
下
し
、
其
の
戶
三
百
を
獲
。
…
…
（
九
〇
六
年
）
十
一
月
、
偏
師
を
遣
わ
し
て
奚
・

の
諸
部
及
び
東
北
女
直
の
未
だ
附
か
ざ
る
者
を
討
ち
、
悉
く
破
り
て
之
を
降
さ
し
む
）
26
（

。

太
祖
は
ま
ず
九
〇
三
年
に
女
真
遠
征
を
行
い
、
次
い
で
九
〇
六
年
に
そ
の
残
存
勢
力
へ
と
再
び
侵
攻
し
た
。
次
の
『
遼
史
』
巻
三
七
、

地
理
志
一
、
上
京
道
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
に
獲
得
し
た
捕
虜
は
、
上
京
道
の
龍
化
州
に
移
送
さ
れ
た
。

龍
化
州
、
興
國
軍
、
下
、
節
度
。
…
…
太
祖
此
に
東
樓
を
建
つ
。
唐
天
復
二
年
（
九
〇
二
）、
太
祖
迭
烈
部
夷
離
菫
と
爲
り
、
代
北

を
破
り
、
其
の
民
を
遷
し
、
城
を
建
て
之
に
居
ら
し
む
。
明
年
（
九
〇
三
）、
女
直
を
伐
ち
、
數
百
戶
を
俘
と
し
て
焉
を
實
た
す
。

二
七
二
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…
…
彰
愍
宮
に
隸
し
、
兵
事
は
北
路
女
直
兵
馬
司
に
屬
す
）
27
（

。

さ
ら
に
後
文
に
は
、
龍
化
州
が
第
五
代
景
宗
の
斡
魯
朶
で
あ
る
彰
愍
宮
に
属
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
、
こ
れ
は
奥
衍
女
直
部
の
項
に
見
た

「
初
め
諸
宮
に
隸
し
」
の
一
文
と
も
符
合
す
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
奥
衍
女
直
部
は
太
祖
の
獲
得
し
た
女
真
捕
虜
が
人
口
の
増
加
に
伴
っ
て
部
族
に
編
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
で
は
前
半
諸
部
と
区
別
さ
れ
る
理
由
が
な
い
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
聖
宗
期
の
女
真
侵
攻
に
よ
っ
て
、
遼
が
太
祖
期
以

上
に
大
量
の
女
真
捕
虜
を
獲
得
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
表
2
）。

　

聖
宗
期
に
は
都
合
四
回
の
女
真
遠
征
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
統
和
三
年
か
ら
四
年
（
九
八
五
―
九
八
六
）
に
か
け
て
行
わ
れ
た
二

回
目
の
進
攻
に
お
い
て
は
、
軍
を
率
い
た
耶
律
斜
軫
・
蕭
恒
徳
ら
に
よ
っ
て
、
十
余
万
の
生
口
が
戦
果
と
し
て
献
上
さ
れ
た
。
ま
た
、

時
代
が
下
っ
た
四
回
目
の
進
攻
に
お
い
て
も
、
混
同
江
・
疎
木
河
方
面
（
現
在
の
吉
林
省
長
春
市
方
面
）
28
（

）
の
軍
事
拠
点
の
整
備
に
伴
っ
て

同
方
面
の
女
真
を
攻
撃
し
た
黄
翩
の
軍
が
、
大
量
の
人
戸
・
家
畜
を
俘
獲
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
）
29
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
聖
宗
期
の
東
征
に
よ
り
、
遼
は
太
祖
期
よ
り
は
る
か
に
多
く
の
女
真
捕
虜
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ら
の
遠
征
で
獲
得
し
た
女
真
捕
虜
の
そ
の
後
の
所
在
は
一
切
不
明
で
あ
り
、
太
祖
期
の
よ
う
に
州
県
に
編
入
さ
れ
た
記
録
も
な
い
。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
部
族
下
条
に
見
た
奥
衍
女
直
部
の
成
立
経
緯
で
あ
る
。

　

奥
衍
女
直
部
は
「
諸
國
に
俘
獲
す
る
の
民
」
か
ら
な
り
、
そ
の
成
員
は
「
初
め
諸
宮
に
隸
」
し
て
い
た
。
こ
こ
ま
で
は
、
太
祖
期
に

獲
得
さ
れ
た
女
真
戸
の
経
歴
と
矛
盾
し
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
部
が
設
立
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
「
戶
口
蕃
息
」
す
な
わ
ち
人
口
の
増

加
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
人
口
の
増
加
を
機
に
編
成
さ
れ
た
例
は
前
半
一
六
部
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
奧
衍
女
直
部
が

二
七
三
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彼
ら
と
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
こ
で
言
う
「
戶
口
蕃
息
」
は
、
既
に
遼
朝
に
い
た
女
真
人
口
の
自
然
な
増
加
を
指
す

の
で
は
な
く
、
聖
宗
期
の
東
征
に
よ
る
女
真
人
口
の
急
激
な
増
加
を
指
す
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、「
增
置
」
さ
れ
た
一
八
部
の
筆
頭
で
あ
る
奥
衍
女
直
部
は
、
聖
宗
期
の
軍
事
活
動
に
よ
る
人
戸
の
獲
得
を
契
機
に
、
新
規
に

獲
得
し
た
女
真
捕
虜
と
既
存
の
斡
魯
朶
所
属
の
女
真
人
戸
を
合
わ
せ
て
編
成
し
た
部
族
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

三
、
増
置
一
八
部
の
成
立
経
緯

　

奥
衍
女
直
部
の
項
に
は
「
此
自
り
河
西
部
に
至
る
ま
で
、
皆
諸
國
に
俘
獲
す
る
の
民
た
り
。
初
め
諸
宮
に
隸
し
、
戶
口
蕃
息
し
て
部

を
置
く
。」
と
あ
り
、
乙
典
女
直
部
か
ら
河
西
部
ま
で
の
一
三
部
も
同
様
の
経
緯
で
編
成
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
に
包
括
さ

れ
る
諸
部
も
、
そ
の
編
成
の
契
機
と
な
っ
た
「
戶
口
蕃
息
」
は
聖
宗
期
の
外
征
に
伴
う
捕
虜
の
獲
得
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

後
掲
の
表
1
で
こ
れ
ら
一
三
部
の
成
員
を
確
認
す
る
と
、
女
真
の
他
に
も
烏
古
・
敵
烈
・
室
韋
・
達
魯
虢
・
唐
古
（
＝
党
項
・
タ
ン

グ
ー
ト
）
と
い
っ
た
諸
族
の
名
称
が
見
え
る
。
こ
の
う
ち
室
韋
と
達
魯
虢
に
つ
い
て
は
、
残
存
す
る
史
料
か
ら
聖
宗
期
に
お
け
る
そ
の

動
向
や
遼
朝
と
の
交
渉
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
）
30
（

。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
比
較
的
史
料
の
多
く
残
る
烏
古
・
敵
烈
・
唐
古
の
三

者
の
事
例
に
つ
い
て
、
以
下
で
個
別
に
見
て
い
く
。

①
烏
古

　

烏
古
は
、
南
は
ト
ー
ラ
川
上
流
か
ら
、
北
は
エ
ル
グ
ネ
川
・
シ
ル
カ
川
流
域
に
及
ぶ
一
帯
に
分
布
し
た
遊
牧
集
団
で
あ
る
。
遼
の
烏

古
に
対
す
る
侵
攻
は
、
早
く
は
太
祖
・
太
宗
期
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
）
31
（

。
し
か
し
、
天
顕
四
年
（
九
二
九
）
以
降
は
、
第
四
代
穆
宗
の
末

二
七
四
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期
に
行
わ
れ
た
反
乱
の
鎮
圧
を
除
い
て
、
目
立
っ
た
交
戦
は
な
い
）
32
（

。
そ
の
後
、
聖
宗
の
開
泰
二
年
（
一
〇
一
三
）
に
至
る
と
、
烏
古
が
敵

烈
と
共
に
遼
へ
の
対
立
姿
勢
を
示
し
た
た
め
、
遼
は
こ
れ
に
侵
攻
し
た
）
33
（

。
さ
ら
に
、
開
泰
四
年
（
一
〇
一
五
）
に
は
大
規
模
な
烏
古
・
敵

烈
遠
征
が
行
わ
れ
、
両
勢
力
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。『
遼
史
』
巻
六
九
、
部
族
表
は
そ
の
戦
果
を
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

（
開
泰
四
年
（
一
〇
一
五
）
四
月
）
耶
律
世
良
、
叛
命
の
烏
古
を
討
ち
、
盡
く
之
を
殺
す
。
使
を
遣
わ
し
て
軍
前
に
功
有
る
の
將
校
を

賞ほ

め
し
む
）
34
（

。

ま
た
、
こ
れ
と
対
応
す
る
『
遼
史
』
巻
一
五
、
聖
宗
本
紀
、
開
泰
四
年
（
一
〇
一
五
）
条
は
、
遠
征
の
過
程
を
よ
り
詳
細
に
記
述
す
る
。

（
四
月
）
壬
申
、
耶
律
世
良
、
烏
古
を
討
ち
、
之
を
破
る
。
甲
戌
、
使
を
遣
わ
し
て
有
功
の
將
校
を
賞
め
し
む
。
世
良
、
迪
烈
得
（
＝

敵
烈
）
を
討
た
ん
と
し
、
淸
泥
堝
に
至
る
。
時
に
于
厥
（
＝
烏
古
）
旣
に
平
ら
ぎ
、
朝
廷
其
の
衆
を
內
徙
せ
ん
と
議
る
も
、
于
厥
、

土
に
安
ん
じ
遷
る
を
重は
ば
かり
、
遂
に
叛
す
。
世
良
懲
創
し
、
旣
に
迪
烈
得
を
破
り
、
輒
ち
其
の
丁
壯
を
殲
く
さ
ん
と
す
。
…
…
其
の

將
勃
括
、
兵
を
稠
林
の
中
に
聚
め
、
遼
軍
の
備
え
ざ
る
を
擊
つ
。
…
…
遼
の
後
軍
至
る
や
、
勃
括
、
于
厥
の
衆
を
誘
い
皆
遁
れ
し

む
。
世
良
之
を
追
い
、
軍
、
險
阨
に
至
る
。
勃
括
、
方
に
險
に
阻よ

り
少
し
く
休
む
も
、
遼
軍
偵
い
て
其
の
所
を
知
る
。
世
良
亟
か

に
之
を
掩
わ
ず
、
勃
括
輕
騎
も
て
遁
去
す
。
其
の
輜
重
お
よ
び
誘
う
所
の
于
厥
の
衆
を
獲
、
倂
せ
て
迪
烈
得
獲
る
所
の
轄
麥
里
部

の
民
を
遷
し
、
臚
胊
河
上
に
城
き
て
以
て
之
に
居
ら
し
む
）
35
（

。

烏
古
の
反
乱
勢
力
を
平
定
し
た
遼
は
、
彼
ら
の
余
衆
を
内
徙
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
烏
古
た
ち
は
こ
れ
に
反
発
し
、
勃
括
な

る
武
将
に
率
い
ら
れ
て
逃
亡
を
図
る
。
し
か
し
、
耶
律
世
良
の
追
撃
を
受
け
て
勃
活
は
逃
走
、
遼
は
烏
古
部
民
の
奪
回
に
成
功
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
開
泰
四
年
の
遠
征
に
よ
っ
て
、
遼
は
烏
古
の
反
乱
勢
力
を
鎮
圧
し
、
大
量
に
そ
の
部
衆
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
）
36
（

。二
七
五
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②
敵
烈

　
『
遼
史
』
を
確
認
す
る
か
ぎ
り
、
聖
宗
の
即
位
以
前
に
、
遼
の
敵
烈
に
対
す
る
侵
攻
は
ほ
と
ん
ど
看
取
で
き
な
い
）
37
（

。
し
か
し
、
聖
宗
期

に
は
敵
烈
の
離
反
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
数
次
に
わ
た
っ
て
侵
攻
し
て
い
る
。
な
か
で
も
特
筆
す
べ
き
は
、
統
和
一
五
年
（
九
九
七
）
お

よ
び
開
泰
三
年
か
ら
四
年
（
一
〇
一
四
―
一
〇
一
五
）
に
か
け
て
の
侵
攻
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
『
遼
史
』
巻
一
三
、
聖
宗
本

紀
、
統
和
一
五
年
（
九
九
七
）
五
月
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

是
の
月
、
敵
烈
八
部
、
詳
穩
を
殺
し
て
以
て
叛
す
れ
ば
、
蕭
撻
凜
追
擊
し
て
、
部
族
の
半
ば
を
獲
）
38
（

。

統
和
一
五
年
、
敵
烈
八
部
が
詳
穏
を
殺
害
し
て
反
乱
を
起
こ
す
と
、
遼
朝
は
蕭
撻
凜
を
派
遣
し
て
こ
れ
を
鎮
圧
さ
せ
、「
部
族
の
半
ば
」

を
獲
得
し
た
。

　

し
か
し
、
開
泰
年
間
に
入
る
と
敵
烈
は
再
び
遼
朝
に
対
立
の
姿
勢
を
示
し
、
同
三
年
に
は
再
度
詳
穏
を
殺
害
し
た
。『
遼
史
』
巻
一

五
、
聖
宗
本
紀
、
開
泰
三
年
（
一
〇
一
四
）
条
は
こ
の
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

九
月
丁
酉
、
八
部
敵
烈
、
其
の
詳
穩
稍
瓦
を
殺
し
、
皆
叛
す
。
南
府
宰
相
耶
律
吾
剌
葛
に
詔
し
て
之
を
招
撫
せ
し
む
。
辛
亥
、
敵

烈
數
人
を
釋
し
、
其
の
衆
を
招
諭
せ
し
む
。
壬
子
、
耶
律
世
良
、
使
を
遣
わ
し
て
敵
烈
の
俘
を
獻
ぜ
し
む
）
39
（

。

詳
穏
の
稍
瓦
を
殺
害
し
て
反
旗
を
翻
し
た
八
部
敵
烈
に
対
し
、
遼
は
、
南
府
宰
相
耶
律
吾
剌
葛
を
派
遣
し
て
招
撫
に
あ
た
ら
せ
た
。
こ

の
時
、
馬
駝
の
選
別
の
た
め
烏
古
部
を
訪
れ
て
い
た
耶
律
世
良
は
敵
烈
と
の
境
界
に
駆
け
つ
け
て
平
定
に
加
勢
し
）
40
（

、
獲
得
し
た
敵
烈
の

捕
虜
を
献
上
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
後
、
耶
律
世
良
が
再
び
討
伐
を
命
じ
ら
れ
、
先
に
見
た
開
泰
四
年
の
烏
古
・
敵
烈
遠
征
に
至
る
。
先
掲
の
『
遼
史
』
巻

二
七
六
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一
五
、
聖
宗
本
紀
、
開
泰
四
年
条
、
一
七
六
―
一
七
七
頁
に
は
「
世
良
懲
創
し
、
旣
に
迪
烈
得
を
破
り
、
輒
ち
其
の
丁
壯
を
殲
く
さ
ん

と
す
。」
と
あ
り
、
敵
烈
の
主
力
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
こ
と
の
み
が
記
さ
れ
る
。
し
か
し
先
述
の
と
お
り
、
彼
ら
と
と
も
に
遼
の
侵

攻
を
受
け
た
烏
古
は
、
主
力
部
隊
を
鎮
圧
さ
れ
た
上
、
そ
の
余
衆
が
遼
朝
支
配
下
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
先

立
つ
統
和
初
年
の
南
伐
で
も
、
遼
は
降
伏
を
拒
ん
だ
束
城
県
の
丁
男
を
皆
殺
し
に
し
、
老
幼
を
捕
虜
と
し
て
連
れ
帰
っ
て
い
る
）
41
（

。
こ
れ

ら
の
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
遼
は
こ
の
遠
征
に
よ
っ
て
敵
烈
か
ら
も
少
な
か
ら
ぬ
捕
虜
を
獲
得
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

③
唐
古
（
党
項
・
タ
ン
グ
ー
ト
）

　

タ
ン
グ
ー
ト
も
烏
古
と
同
様
、
太
祖
・
太
宗
期
に
し
ば
し
ば
遼
の
侵
攻
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
会
同
五
年
（
九
四
二
）
を
最
後

に
、
保
寧
五
年
（
九
七
三
）
ま
で
の
約
三
〇
年
間
、
両
者
が
交
戦
し
た
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
）
42
（

。
聖
宗
期
に
入
る
と
、
統
和
元
年
か
ら

二
年
（
九
八
三
―
九
八
四
）
に
か
け
て
西
南
面
招
討
使
の
韓
徳
威
に
よ
る
討
伐
が
行
わ
れ
て
い
る
（
表
3
）。

　

統
和
元
年
正
月
、
韓
徳
威
が
タ
ン
グ
ー
ト
一
五
部
の
侵
攻
を
報
告
す
る
と
、
遼
朝
は
阻
卜
の
鎮
定
に
あ
た
っ
て
い
た
耶
律
速
撒
に
命

じ
、
徳
威
と
共
同
で
討
伐
に
あ
た
ら
せ
た
）
43
（

。
そ
の
結
果
、
同
年
七
月
に
は
詳
穏
の
轄
馬
を
通
じ
て
獲
得
し
た
捕
虜
の
数
が
報
告
さ
れ
、

翌
二
年
二
月
に
は
捕
虜
が
献
上
さ
れ
た
。

　

こ
れ
以
降
、
遼
と
タ
ン
グ
ー
ト
の
間
に
大
き
な
交
戦
は
見
ら
れ
ず
、
部
族
新
設
の
契
機
と
な
る
タ
ン
グ
ー
ト
捕
虜
の
獲
得
は
、
こ
の

統
和
初
年
の
討
伐
を
除
い
て
他
に
考
え
難
い
。
し
か
し
、
女
真
や
烏
古
の
例
と
は
対
照
的
に
、
こ
の
討
伐
に
お
け
る
捕
虜
の
獲
得
は
特

段
大
規
模
な
も
の
に
は
見
え
な
い
。
す
る
と
、
こ
の
時
獲
得
し
た
タ
ン
グ
ー
ト
捕
虜
に
は
、
そ
の
多
寡
と
は
別
に
、
た
だ
ち
に
部
族
に

編
成
す
べ
き
事
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
討
伐
が
行
わ
れ
た
背
景
で
あ
る
。

二
七
七
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こ
の
一
連
の
討
伐
は
、
す
で
に
岩
﨑
力
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
宋
側
に
寝
返
っ
た
タ
ン
グ
ー
ト
武
将
、
王
承
美
の
侵
攻
に
対
抗

し
た
も
の
で
あ
っ
た
）
44
（

。
王
承
美
は
、
タ
ン
グ
ー
ト
の
一
部
族
、
蔵
才
族
の
出
身
で
あ
る
。
父
の
王
甲
に
従
っ
て
、
開
宝
二
年
（
九
六
九
）

に
契
丹
の
支
配
を
離
れ
、
北
宋
へ
と
帰
順
し
た
。
承
美
は
黒
山
一
帯
に
散
居
す
る
蔵
才
族
や
黄
河
の
北
に
割
拠
す
る
諸
族
の
統
御
・
招

撫
お
よ
び
宋
へ
の
朝
貢
の
仲
介
を
担
い
）
45
（

、
か
ね
て
よ
り
遼
朝
傘
下
の
辺
境
諸
族
を
北
宋
に
帰
順
さ
せ
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
）
46
（

。
こ
の
よ

う
な
王
承
美
の
離
反
と
策
動
に
よ
っ
て
、
遼
の
西
南
方
面
で
は
軍
事
的
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
次
の
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
三
、
太
宗
太
平
興
国
七
年
（
九
八
二
）
条
に
あ
る
よ
う
に
、
件
の
タ
ン
グ
ー
ト
討
伐
が
行

わ
れ
る
前
年
末
、
王
承
美
は
契
丹
境
域
へ
と
侵
攻
し
て
い
る
。

閏
十
二
月
庚
寅
、
豐
州
刺
史
王
承
美
言
え
ら
く
、
契
丹
の
日
利
・
月
益
・
沒
細
・
兀
瑤
等
十
一
族
七
萬
餘
帳
內
附
す
。
又
た
契
丹

と
戰
い
、
其
の
萬
餘
衆
を
破
り
、
斬
首
二
千
級
、
天
德
節
度
使
韋
太
及
び
羊
馬
・
兵
器
萬
數
を
獲
、
と
。
其
の
弟
承
義
を
遣
わ
し

て
來
り
て
俘
を
獻
ぜ
し
む
）
47
（

。

九
八
二
年
、
承
美
の
侵
攻
に
よ
り
、
遼
の
西
南
辺
で
は
日
利
・
月
益
・
没
細
・
兀
瑶
な
ど
の
諸
族
が
離
反
し
た
だ
け
で
な
く
、
前
線
の

部
隊
も
痛
手
を
負
い
、
更
に
は
天
徳
軍
節
度
使
の
韋
太
が
捕
縛
さ
れ
る
事
態
に
陥
っ
て
い
た
。

　

遼
側
が
韓
徳
威
の
上
奏
を
受
け
て
タ
ン
グ
ー
ト
討
伐
に
乗
り
出
し
た
の
は
翌
年
正
月
で
あ
り
、
宋
側
の
記
録
で
は
、
同
年
三
月
に
王

承
美
が
遼
の
侵
攻
を
報
告
し
て
い
る
）
48
（

。
つ
ま
り
、
統
和
初
年
の
討
伐
は
、
王
承
美
と
そ
れ
に
牽
引
さ
れ
る
タ
ン
グ
ー
ト
諸
部
に
対
す
る

報
復
、
そ
し
て
離
反
し
た
諸
族
を
再
び
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
遼
が
こ
の
タ
ン
グ
ー
ト
討
伐
で
獲
得
し
た
捕
虜
を
た
だ
ち
に
部
族
制
に
組
み
込
ん
だ
目
的
は
、
王

二
七
八
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承
美
の
侵
攻
に
よ
っ
て
動
揺
を
き
た
し
た
西
南
辺
を
立
て
直
す
た
め
、
彼
ら
を
良
民
と
し
て
遇
す
る
こ
と
で
そ
の
離
反
を
抑
止
す
る
と

と
も
に
、
部
族
軍
を
供
出
さ
せ
て
同
方
面
の
防
衛
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
。

　

な
お
、
新
設
さ
れ
た
タ
ン
グ
ー
ト
部
族
六
部
の
軍
事
上
の
所
属
を
見
る
と
、
四
部
は
西
南
面
招
討
司
に
属
す
も
の
の
、
一
部
は
不
明
、

一
部
は
東
北
の
黄
龍
府
都
部
署
司
に
属
し
て
お
り
、
全
て
が
西
南
面
の
防
衛
に
あ
た
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
奚
六
部
の
例
に
見
た
と
お

り
、
部
族
の
編
成
と
「
営
衛
志
」
に
見
え
る
統
帥
機
関
へ
の
所
属
が
必
ず
し
も
同
時
と
は
限
ら
な
い
が
、
あ
る
い
は
、
よ
り
離
反
の
危

険
性
が
高
い
集
団
に
つ
い
て
は
遠
隔
地
へ
部
族
軍
を
派
遣
さ
せ
、
そ
の
主
力
部
隊
を
西
南
境
域
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
で
、
反
乱
の
発
生

を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
に
見
て
き
た
と
お
り
、
烏
古
・
敵
烈
・
唐
古
な
ど
女
真
以
外
の
諸
族
か
ら
な
る
部
も
、
聖
宗
期
の
外
征
に
よ
る
捕
虜
の
獲
得
が

設
立
の
契
機
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
合
わ
せ
て
注
目
す
べ
き
は
『
遼
史
』
巻
一
一
、
聖
宗
本
紀
、
統
和
四

年
（
九
八
六
）
条
の
記
述
で
あ
る
。

八
月
丁
酉
朔
、
先
離
闥
覽
官
六
員
を
置
き
、
于
骨
里
（
＝
烏
古
）・
女
直
・
迪
烈
于
（
＝
敵
烈
）
等
諸
部
の
人
の
宮
籍
に
隸
す
る
者
を

領
せ
し
む
）
49
（

。

開
泰
四
年
（
一
〇
一
五
）
の
烏
古
・
敵
烈
遠
征
に
先
立
つ
統
和
四
年
に
、
す
で
に
宮
籍
に
隷
属
す
る
烏
古
・
敵
烈
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
女
真
以
外
の
諸
族
に
お
い
て
も
「
初
め
諸
宮
に
隸
し
」
に
該
当
す
る
斡
魯
朶
所
属
戸
の
存
在
が
確
認
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
奥
衍
女
直
部
の
み
で
な
く
、
河
西
部
ま
で
の
一
三
部
も
ま
た
、
聖
宗
期
の
外
征
に
伴
う
捕
虜
の
獲
得
を
機
に
、
既
存
の

二
七
九
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斡
魯
朶
所
属
戸
と
合
わ
せ
て
編
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、「
增
置
」
さ
れ
た
諸
部
に
は
こ
れ
ら
一
四
部
の
他
に
さ
ら
に
四
部
（
㉛
薛
特
・
32
伯
斯
鼻
骨
徳
・
33
達
馬
鼻
骨
徳
・
34
五
国
部
）
が

存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
薛
特
部
と
達
馬
鼻
骨
徳
部
は
編
成
の
経
緯
に
関
す
る
記
載
が
無
く
、
伯
斯
鼻
骨
徳
部
も
「
初
め
諸
宮
に

隸
し
、
聖
宗
、
戶
口
蕃
息
す
る
を
以
て
部
を
置
く
」
と
あ
る
の
み
で
）
50
（

、
一
見
す
る
と
先
の
一
四
部
と
の
違
い
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し

か
し
、
最
後
尾
に
位
置
す
る
五
国
部
は
、
聖
宗
期
に
遼
に
帰
順
し
た
五
国
か
ら
な
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
）
51
（

。

　

奥
衍
女
直
部
以
下
の
一
四
部
が
「
諸
國
に
俘
獲
す
る
の
民
」
す
な
わ
ち
外
征
で
獲
得
し
た
捕
虜
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み

れ
ば
、
こ
れ
ら
四
部
は
、
聖
宗
期
に
自
ら
帰
順
し
て
き
た
者
た
ち
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、

五
国
部
が
本
領
を
安
堵
さ
れ
た
五
つ
の
「
國
」
か
ら
な
る
の
に
対
し
、
他
の
三
部
は
い
ず
れ
も
「
戶
」
を
も
と
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
五
国
部
以
外
の
三
部
は
、
帰
順
に
伴
い
遼
の
内
地
へ
移
住
し
て
き
た
人
戸
か
ら
編
成
さ
れ
た
部
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　

む　

す　

び

　

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
1
）
奚
六
部
の
再
編
は
東
北
の
軍
備
増
強
が
目
的
で
は
な
く
、
六
部
内
で
生
じ
た
人
戸
の
不
足
分
を
奚
王
の
直
属
集
団
か
ら
補
塡
さ

せ
、
従
来
通
り
六
部
相
当
分
の
人
戸
を
供
出
さ
せ
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
奚
六
部
の
例
を
も
っ
て

三
十
四
部
編
成
の
目
的
を
辺
防
体
制
の
拡
充
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
八
〇
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聖
宗
三
十
四
部
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編
成
に
見
る
遼
朝
の
部
族
制
　
　
渡
邊

（
2
）
そ
も
そ
も
「
営
衛
志
」
は
、
聖
宗
三
十
四
部
を
そ
の
性
格
の
違
い
に
よ
っ
て
「
舊
部
族
を
以
て
置
く
」
一
六
部
と
「
增
置
す
る
」

一
八
部
に
二
分
し
て
い
た
。
前
者
は
遼
に
既
存
の
人
戸
か
ら
編
成
さ
れ
た
部
族
で
あ
り
、
後
者
は
聖
宗
期
の
新
た
な
人
的
資
源
の

獲
得
を
機
に
編
成
さ
れ
た
部
族
で
あ
る
。

（
3
）「
增
置
」
さ
れ
た
一
八
部
の
う
ち
で
も
成
立
の
契
機
は
一
様
で
な
く
、
一
四
部
は
外
征
に
伴
う
捕
虜
の
獲
得
を
契
機
に
編
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
残
る
四
部
は
外
部
の
集
団
・
人
戸
の
帰
順
を
受
け
て
編
成
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

聖
宗
三
十
四
部
は
、「
営
衛
志
」
に
お
い
て
そ
う
総
称
さ
れ
る
が
た
め
に
、
あ
た
か
も
同
一
の
目
的
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
も
の
の
よ
う

に
見
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
決
し
て
単
一
の
目
的
で
編
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
人
戸
不

足
へ
の
対
処
、
外
征
に
よ
っ
て
大
量
に
獲
得
し
た
捕
虜
の
把
握
、
辺
境
の
治
安
回
復
、
帰
順
し
て
き
た
集
団
に
対
す
る
慰
撫
な
ど
、
編

成
に
至
る
契
機
・
目
的
は
多
様
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
は
内
外
の
状
況
に
対
処
す
る
過
程
で
順
次
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
従
来
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
集
権
的
な
統
治
の
確
立
や
辺
防
体
制
の
強
化
の
た
め
に
一
律
に
編
成
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

　

右
の
よ
う
な
三
十
四
部
の
成
立
過
程
を
踏
ま
え
れ
ば
、
む
し
ろ
、
当
時
の
遼
朝
に
は
志
向
す
る
部
族
制
の
完
成
像
な
ど
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
遼
に
お
け
る
部
族
の
あ
り
方
は
、「
営
衛
志
」
に
見
え
る
部
族
制
を
自
明
の
帰
結
点
と
す
る
の
で
は
な
く
、
時
代

ご
と
の
状
況
を
精
査
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

参
考
文
献

二
八
一
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東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
二
巻
　

第
三
号

【
和
文
】

池
内　

宏　
〔
一
九
四
三
〕「
遼
代
混
同
江
考
」『
満
鮮
史
研
究　

中
世
第
一
冊
』
荻
原
星
文
館
（
再
版
。
岡
書
院
、
一
九
三
三
年
、
初
版
）、

一
九
九
―
二
五
四
頁
。
初
出
一
九
一
六
年
。

岩
﨑　

力　
〔
二
〇
一
八
〕「
夏
州
定
難
軍
節
度
使
の
終
焉
と
豊
州
蔵
才
族
の
抬
頭
」『
西
夏
建
国
史
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
二
―
二
四

四
頁
。

島
田
正
郎　
〔
一
九
五
二
〕『
遼
代
社
会
史
研
究
』
三
和
書
房
。

高
井
康
典
行　
〔
一
九
九
七
〕「
遼
朝
の
部
族
制
度
と
奚
六
部
の
改
組
」『
史
観
』
一
三
七
、
三
五
―
五
〇
頁
。

同　
　
　
　
　
〔
二
〇
一
六
〕「
十
世
紀
の
東
北
ア
ジ
ア
の
地
域
秩
序　
　

渤
海
か
ら
遼
へ　
　

」『
渤
海
と
藩
鎮　
　

遼
代
地
方
統
治
の

研
究
』
汲
古
書
院
、
七
〇
―
一
一
六
頁
。

同　
　
　
　
　
〔
二
〇
一
九
〕「
契
丹
﹇
遼
﹈
の
東
北
経
略
と
「
移
動
宮
廷
（
行
朝
）」　　

勃
興
期
の
女
真
を
め
ぐ
る
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア

状
勢
の
一
断
面
」　

古
松
崇
志
・
臼
杵
勲
・
藤
原
崇
人
・
武
田
和
哉
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
二
三
三　

金
・
女
真
の
歴
史
と
ユ
ー
ラ
シ
ア

東
方
』
勉
誠
出
版
、
三
二
―
四
六
頁
。

武
田
和
哉　
〔
一
九
九
四
〕「
遼
朝
の
蕭
姓
と
国
舅
族
の
構
造
」『
立
命
館
文
学
』
五
三
七
、
九
七
九
―
一
〇
〇
六
頁
。

田
村
実
造　
〔
一
九
六
四
〕『
中
国
征
服
王
朝
の
研
究
（
上
）』
東
洋
史
研
究
会
。

日
野
開
三
郎　
〔
一
九
九
〇
〕『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集　

第
十
六
巻　

東
北
ア
ジ
ア
民
族
史
（
下
）』
三
一
書
房
。

和
田　

清　
〔
一
九
一
六
〕「
定
安
国
に
就
い
て
」『
東
洋
学
報
』
六
―
一
、
一
一
四
―
一
四
一
頁
。

二
八
二
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聖
宗
三
十
四
部
の
編
成
に
見
る
遼
朝
の
部
族
制
　
　
渡
邊

【
中
文
】

程　

妮
娜　
〔
二
〇
〇
七
〕「
遼
朝
烏
古
敵
烈
地
区
属
国
・
属
部
研
究
」『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
七
―
二
、
八
七
―
九
七
頁
。

関　

樹
東　
〔
一
九
九
六
〕「
遼
朝
部
族
軍
的
屯
戍
問
題
」『
中
央
民
族
大
学
学
報
』
一
九
九
六
―
六
、
四
八
―
五
一
頁
。

王　

徳
忠　
〔
二
〇
〇
一
〕「
論
遼
朝
部
族
組
織
的
歴
史
演
変
及
其
社
会
職
能
」『
東
北
師
大
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
二
〇
〇
一
―
六
、

二
七
―
三
三
頁
。

王
雪
萍
・
呉
樹
国　
〔
二
〇
一
四
〕「
遼
代
東
北
路
統
軍
司
考
論
」『
中
国
辺
疆
史
地
研
究
』
二
〇
一
四
―
一
、
五
五
―
六
五
頁
。

武　

玉
環　
〔
二
〇
〇
〇
〕「
遼
代
部
族
制
度
初
探
」『
史
学
集
刊
』
二
〇
〇
〇
―
一
、
三
一
―
三
六
頁
。

楊　

若
薇　
〔
一
九
九
一
〕『
契
丹
王
朝
政
治
軍
事
制
度
研
究
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
。

余　
　

蔚　
〔
二
〇
一
二
〕『
中
国
行
政
区
画
通
史　

遼
金
巻
』
復
旦
大
学
出
版
社
。

註（
1
）　
『
遼
史
』
巻
三
三
、
営
衛
志
下
、
部
族
下
、
三
八
四
―
三
九
二

頁
、
お
よ
び
同
巻
三
五
、
兵
衛
志
中
、
四
一
〇
―
四
一
四
頁
。
但
し
、

両
者
の
記
述
に
は
若
干
の
異
同
が
あ
る
。

（
2
）　

楊
一
九
九
一
、
二
五
七
―
二
六
一
頁
。

（
3
）　

関
一
九
九
六
、
四
八
頁
。
王
二
〇
〇
一
、
二
八
―
二
九
頁
。

（
4
）　

島
田
一
九
五
二
、
九
―
五
六
頁
。

（
5
）　

田
村
一
九
六
四
、
第
一
章
（
初
出
一
九
五
六
年
）、
四
五
頁
お
よ

び
同
書
、
第
七
章
第
一
節
、
三
八
七
―
三
九
二
頁
。

（
6
）　

高
井
一
九
九
七
。

（
7
）　
『
遼
史
』
巻
三
三
、
営
衛
志
下
、
部
族
下
、
奚
王
府
六
部
五
帳

分
、
三
八
七
頁
、
お
よ
び
同
巻
二
、
太
祖
本
紀
、
天
賛
二
年
（
九
二

三
）
三
月
、
一
八
頁
。

（
8
）　

三
十
四
部
の
う
ち
、「
営
衛
志
」
に
お
い
て
「
戶
口
蕃
息
」
が
設

二
八
三
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東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
二
巻
　

第
三
号

置
の
理
由
と
さ
れ
る
も
の
は
一
八
部
。

（
9
）　

高
井
一
九
九
七
。

（
10
）　

王
・
呉
二
〇
一
四
、
五
五
―
五
八
頁
。
余
二
〇
一
二
、
六
七
―

六
九
頁
。

（
11
）　
『
遼
史
』
巻
八
五
、
奚
和
朔
奴
伝
、
一
三
一
八
頁
。
同
巻
八
八
、

蕭
恒
徳
伝
、
一
三
四
二
―
四
三
頁
。
同
巻
九
四
、
耶
律
斡
臘
伝
、
一

三
八
二
頁
。
同
巻
八
五
、
耶
律
奴
瓜
伝
、
一
三
一
六
頁
。

（
12
）　
『
遼
史
』
巻
八
五
、
奚
和
朔
奴
伝
、
一
三
一
八
頁
。

（
13
）　

從
都
部
署
和
朔
奴
討
兀
惹
、
未
戰
、
兀
惹
請
降
。
恆
德
利
其
俘

獲
、
不
許
。
兀
惹
死
戰
、
城
不
能
拔
。
和
朔
奴
議
欲
引
退
、
恆
德
曰
、

以
彼
倔
强
、
吾
奉
詔
來
討
、
無
功
而
還
、
諸
部
謂
我
何
。
若
深
入
多

獲
、
猶
勝
徒
返
。﹇
一
三
四
二
―
四
三
頁
﹈

（
14
）　
（
統
和
一
二
年
）
詔
幷
奚
王
府
奧
理
・
墮
隗
・
梅
只
三
部
爲
一
、

其
二
剋
各
分
爲
部
、
以
足
六
部
之
數
。﹇
一
四
五
頁
﹈

（
15
）　
（
統
和
三
年
）
三
月
乙
巳
朔
、
樞
密
奏
契
丹
諸
役
戶
多
困
乏
、
請

以
富
戶
代
之
。
上
因
閱
諸
部
籍
、
涅
剌
・
烏
隈
二
部
戶
少
而
役
重
。

幷
量
免
之
。﹇
一
一
四
頁
﹈

（
16
）　

統
和
中
、
坐
兄
國
留
事
、
流
西
北
部
。
會
蕭
撻
凜
爲
西
北
路
招

討
使
、
愛
之
、
奏
免
其
役
、
禮
致
門
下
。
…
…
撻
凜
問
曰
、
今
軍
旅

甫
罷
、
三
邊
宴
然
、
惟
阻
卜
伺
隙
而
動
。
…
…
計
將
安
出
。
昭
以
書

答
曰
、
…
…
夫
西
北
諸
部
、
每
當
農
時
、
一
夫
爲
偵
候
、
一
夫
治
公

田
、
二
夫
給
糺
官
之
役
、
大
率
四
丁
無
一
室
處
。
芻
牧
之
事
、
仰
給

妻
孥
。
一
遭
寇
掠
、
貧
窮
立
至
。
春
夏
賑
恤
、
吏
多
雜
以
糠
粃
、
重

以
掊
克
、
不
過
數
月
、
又
復
吿
困
。
且
畜
牧
者
、
富
國
之
本
。
有
司

防
其
隱
沒
、
聚
之
一
所
、
不
得
各
就
水
草
便
地
。
抒
以
逋
亡
戍
卒
、

隨
時
補
調
、
不
習
風
土
、
故
日
瘠
月
損
、
馴
至
耗
竭
…
…
。﹇
一
四
五

四
頁
﹈

（
17
）　
『
遼
史
』
巻
八
五
、
蕭
撻
凜
伝
、
一
三
一
三
―
一
四
頁
。

（
18
）　
『
遼
史
』
巻
一
四
、
聖
宗
本
紀
、
統
和
二
〇
年
条
「（
四
月
）
甲

戌
、
南
京
統
軍
使
蕭
撻
凜
破
宋
軍
於
泰
州
。」﹇
一
五
七
頁
﹈

（
19
）　

高
井
二
〇
一
六
お
よ
び
二
〇
一
九
、
三
六
―
三
八
頁
。

（
20
）　

辺
境
防
衛
の
負
担
に
よ
る
部
族
の
困
窮
が
、
西
北
方
面
の
み
の

特
別
な
事
情
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
後
年
の
蕭
韓
家
奴
と
い
う
人
物

の
言
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
重
熙
年
間
（
一
〇
三
二
―
一
〇
五
五
）

の
初
め
、
興
宗
の
詔
に
応
じ
、
民
の
困
窮
の
原
因
と
解
決
策
を
上
申

し
た
韓
家
奴
は
「
臣
伏
見
比
年
以
來
、
高
麗
未
賓
、
阻
卜
猶
强
、
戰

守
之
備
、
誠
不
容
已
。
乃
者
、
選
富
民
防
邊
、
自
備
糧
糗
。
道
路
脩

阻
、
動
淹
歲
月
。
比
至
屯
所
、
費
已
過
半
。
隻
牛
單
轂
、
鮮
有
還
者
。

其
無
丁
之
家
、
倍
直
傭
僦
、
人
憚
其
勞
、
半
途
亡
竄
、
故
戍
卒
之
食

多
不
能
給
。
求
假
于
人
、
則
十
倍
其
息
、
至
有
鬻
子
割
田
、
不
能
償

者
。
或
逋
役
不
歸
、
在
軍
物
故
、
則
復
補
以
少
壯
。
其
鴨
淥
江
之
東
、

戍
役
大
率
如
此
。（
後
略
）」
と
述
べ
、
阻
卜
に
対
す
る
西
北
の
防
衛

二
八
四
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遼
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渡
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と
同
じ
く
、
高
麗
に
対
す
る
鴨
緑
江
以
東
の
防
衛
に
お
い
て
も
、
部

族
が
戍
卒
の
捻
出
や
そ
の
軍
糧
の
工
面
に
窮
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
（『
遼
史
』
巻
一
〇
三
、
蕭
韓
家
奴
伝
、
一
四
四
六
頁
）。
遼
が

鴨
緑
江
の
東
岸
に
進
出
し
た
の
は
開
泰
三
年
（
一
〇
一
四
）
の
こ
と

で
あ
る
が
（
同
書
巻
一
五
、
聖
宗
本
紀
、
一
七
五
頁
）、
す
で
に
統
和

九
年
（
九
九
一
）
に
は
鴨
緑
江
沿
岸
に
威
寇
・
振
化
・
来
遠
の
三
城

を
築
き
、
同
方
面
の
防
備
増
強
に
着
手
し
て
い
た
（
同
書
巻
一
三
、

一
四
一
頁
）。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
東
方
へ
の
戍
軍
供
出

を
担
っ
た
部
族
の
負
担
は
、
統
和
年
間
に
お
い
て
も
大
き
く
は
異
な

ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
21
）　
（
統
和
九
年
）
秋
七
月
癸
卯
、
通
括
戶
口
。
…
…
（
同
一
五
年
三

月
）
壬
午
、
通
括
宮
分
人
戶
。
…
…
（
同
二
一
年
一
一
月
）
丙
申
、

通
括
南
院
部
民
。﹇
一
四
一
・
一
四
九
・
一
五
九
頁
﹈

（
22
）　

興
宗
卽
位
、
遣
使
閱
諸
道
禾
稼
。
是
年
、
通
括
戶
口
、
詔
曰
、

朕
於
早
歲
、
習
知
稼
穡
。
力
辦
者
廣
務
耕
耘
、
罕
聞
輸
納
。
家
食
者

全
虧
種
植
、
多
至
流
亡
。
宜
通
檢
括
、
普
遂
均
平
。﹇
九
二
五
頁
﹈

（
23
）　

已
上
聖
宗
以
舊
部
族
置
者
十
六
、
增
置
十
八
。﹇
三
九
二
頁
﹈

（
24
）　

奧
衍
女
直
部
。
聖
宗
以
女
直
戶
置
。
隸
北
府
、
節
度
使
屬
西
北

路
招
討
司
、
戍
鎭
州
境
。
自
此
至
河
西
部
、
皆
俘
獲
諸
國
之
民
。
初

隸
諸
宮
、
戶
口
蕃
息
置
部
。
訖
於
五
國
、
皆
有
節
度
使
。﹇
三
九
一

頁
﹈

（
25
）　

女
真
は
、
史
料
に
よ
り
「
女
直
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。
本
稿
で

は
、
本
文
中
の
表
記
は
「
女
真
」
に
統
一
し
、
引
用
史
料
の
原
文
お

よ
び
書
き
下
し
は
各
史
料
の
表
記
に
し
た
が
う
。

（
26
）　

明
年
春
、
伐
女
直
、
下
之
、
獲
其
戶
三
百
。
…
…
十
一
月
、
遣

偏
師
討
奚
・

諸
部
及
東
北
女
直
之
未
附
者
、
悉
破
降
之
。﹇
二
頁
﹈

（
27
）　

龍
化
州
、
興
國
軍
、
下
、
節
度
。
…
…
太
祖
於
此
建
東
樓
。
唐

天
復
二
年
、
太
祖
爲
迭
烈
部
夷
離
菫
、
破
代
北
、
遷
其
民
、
建
城
居

之
。
明
年
、
伐
女
直
、
俘
數
百
戶
實
焉
。
…
…
隸
彰
愍
宮
、
兵
事
屬

北
路
女
直
兵
馬
司
。﹇
四
四
七
頁
﹈

（
28
）　

混
同
江
・
疎
木
河
の
位
置
比
定
に
つ
い
て
は
、
池
内
一
九
四
三

お
よ
び
そ
の
附
説
「
混
同
江
・
疎
木
河
の
築
城
に
つ
い
て
」
一
九
九

―
二
三
七
頁
を
参
照
。

（
29
）　

日
野
一
九
九
〇
は
、
こ
の
女
真
進
攻
は
、
拉
林
河
流
域
に
割
拠

し
た
女
真
の
集
団
、
達
魯
虢
の
経
略
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
こ
の

時
の
降
戸
を
も
と
に
編
成
さ
れ
た
の
が
三
十
四
部
の
一
つ
、
朮
哲
達

魯
虢
部
で
あ
る
と
す
る
。（
第
一
部
第
二
章
（
初
出
一
九
四
三
―
一
九

四
五
年
）、
七
二
―
七
三
頁
。）。

（
30
）　

前
註
（
29
）
の
と
お
り
、
日
野
一
九
九
〇
は
撻
魯
虢
を
拉
林
河

流
域
の
女
真
部
族
と
す
る
。

（
31
）　

太
祖
期
の
侵
攻
は
建
国
前
の
記
事
も
含
め
る
と
、
年
代
不
明
の

一
回
と
、
天
復
元
年
（
九
〇
一
）・
建
国
七
年
（
九
一
三
）・
建
国
九

二
八
五



88

東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
二
巻
　

第
三
号

年
（
九
一
五
）・
神
冊
二
年
（
九
一
七
）・
神
冊
四
年
（
九
一
九
）
の

計
六
回
で
あ
る
（『
遼
史
』
巻
一
・
二
、
太
祖
本
紀
、
一
―
二
、
八
・

一
〇
・
一
二
・
一
五
頁
）。
太
宗
期
は
、
天
顕
三
年
か
ら
四
年
（
九
二

八
―
九
二
九
）
に
か
け
て
の
一
回
の
み
で
あ
る
（『
遼
史
』
巻
三
、
太

宗
本
紀
、
二
九
―
三
〇
頁
。
同
巻
七
五
、
突
呂
不
伝
、
一
二
四
〇
―

四
一
頁
）。

（
32
）　

穆
宗
期
は
応
暦
一
四
年
（
九
六
四
）
に
烏
古
が
反
乱
を
起
こ
し
、

遼
は
同
一
七
年
（
九
六
七
）
ま
で
そ
の
鎮
圧
に
奮
闘
す
る
こ
と
と
な
っ

た
（『
遼
史
』
巻
七
、
穆
宗
本
紀
、
八
二
―
八
四
頁
）。

（
33
）　
『
遼
史
』
巻
一
五
、
聖
宗
本
紀
、
開
泰
二
年
条
「（
正
月
）
烏
古
・

敵
烈
叛
、
右
皮
室
詳
穩
延
壽
率
兵
討
之
。
…
…
秋
七
月
壬
辰
、
烏
古
・

敵
烈
皆
復
故
疆
。」﹇
一
七
二
―
一
七
三
頁
﹈

（
34
）　

耶
律
世
良
討
叛
命
烏
古
、
盡
殺
之
。
遣
使
賞
軍
前
有
功
將
校
。

﹇
一
〇
九
九
頁
﹈

（
35
）　

壬
申
、
耶
律
世
良
討
烏
古
、
破
之
。
甲
戌
、
遣
使
賞
有
功
將
校
。

世
良
討
迪
烈
得
至
淸
泥
堝
。
時
于
厥
旣
平
、
朝
廷
議
內
徙
其
衆
、
于

厥
安
土
重
遷
、
遂
叛
。
世
良
懲
創
、
旣
破
迪
烈
得
、
輒
殲
其
丁
壯
。

…
…
其
將
勃
括
聚
兵
稠
林
中
、
擊
遼
軍
不
備
。
…
…
遼
後
軍
至
、
勃

括
誘
于
厥
之
衆
皆
遁
、
世
良
追
之
、
軍
至
險
阨
。
勃
括
方
阻
險
少
休
、

遼
軍
偵
知
其
所
。
世
良
不
亟
掩
之
、
勃
括
輕
騎
遁
去
。
獲
其
輜
重
及

所
誘
于
厥
之
衆
、
倂
遷
迪
烈
得
所
獲
轄
麥
里
部
民
、
城
臚
胊
河
上
以

居
之
。﹇
一
七
六
―
一
七
七
頁
﹈

（
36
）　

な
お
、
聖
宗
三
十
四
部
の
一
つ
で
、
烏
古
人
戸
か
ら
な
る
斡
突

盌
烏
古
部
の
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
節
度
使
は
西
南
面
招
討
司
に
属
し
、

黒
山
の
北
を
防
衛
し
た
（『
遼
史
』
巻
三
三
、
営
衛
志
下
、
三
九
一

頁
）。
こ
の
黒
山
は
、
現
在
の
内
蒙
古
自
治
区
バ
ヤ
ン
ノ
ー
ル
市
ウ
ラ

ド
前
旗
付
近
と
さ
れ
て
お
り
、
遼
が
烏
古
部
民
た
ち
を
住
ま
わ
せ
た

臚
胊
河
（
ケ
ル
レ
ン
川
）
と
は
位
置
が
異
な
る
。
し
か
し
、「
は
じ
め

に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
遼
の
部
族
は
節
度
使
率
い
る
辺
防
軍
と
司

徒
の
統
括
す
る
部
民
た
ち
と
に
分
か
れ
て
い
た
。
両
者
の
所
在
が
必

ず
し
も
近
く
な
い
こ
と
は
、
太
祖
二
十
部
の
一
つ
で
あ
る
鉄
剌
鉄
達

部
の
条
に
「
節
度
使
は
西
南
路
招
討
司
に
屬
し
、
黑
山
を
戍
り
、
部

民
は
慶
州
（
現
在
の
内
蒙
古
自
治
区
赤
峰
市
巴
林
右
旗
北
部
）
の
南

に
居
る
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
同
書
、
三
八
八

頁
）。
し
た
が
っ
て
、
烏
古
部
民
た
ち
の
移
送
さ
れ
た
場
所
が
斡
突
盌

烏
古
部
の
節
度
使
の
駐
屯
地
と
異
な
っ
て
い
て
も
、
彼
ら
の
獲
得
を

同
部
編
成
の
契
機
と
見
な
す
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

（
37
）　

聖
宗
期
以
前
に
敵
烈
に
侵
攻
し
た
形
跡
は
、『
遼
史
』
巻
八
、
景

宗
本
紀
、
保
寧
三
年
（
九
七
一
）
条
に
「
三
年
春
正
月
甲
寅
、
右
夷

離
畢
奚
底
遣
人
獻
敵
烈
俘
、
詔
賜
有
功
將
士
。」
と
見
え
る
他
は
確
認

で
き
な
い
。﹇
九
一
頁
﹈

（
38
）　

是
月
、
敵
烈
八
部
殺
詳
穩
以
叛
、
蕭
撻
凜
追
擊
、
獲
部
族
之
半
。

二
八
六
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渡
邊

﹇
一
四
九
頁
﹈

（
39
）　

九
月
丁
酉
、
八
部
敵
烈
殺
其
詳
穩
稍
瓦
、
皆
叛
。
詔
南
府
宰
相

耶
律
吾
剌
葛
招
撫
之
。
辛
亥
、
釋
敵
烈
數
人
、
令
招
諭
其
衆
。
壬
子
、

耶
律
世
良
遣
使
獻
敵
烈
俘
。﹇
一
七
五
頁
﹈

（
40
）　
『
遼
史
』
巻
九
四
、
耶
律
世
良
伝
「（
開
泰
）
三
年
、
命
選
馬
駝

于
烏
古
部
。
會
敵
烈
部
人
夷
剌
殺
其
酋
長
稍
瓦
而
叛
、
鄰
部
皆
應
、

攻
陷
巨
母
古
城
。
世
良
率
兵
壓
境
、
遣
人
招
之
、
降
數
部
、
各
復
故

地
。」﹇
一
三
八
六
頁
﹈

（
41
）　
『
遼
史
』
巻
一
二
、
聖
宗
本
紀
、
統
和
五
年
（
九
八
七
）
条
「
五

年
春
正
月
乙
丑
、
破
束
城
縣
、
縱
兵
大
掠
。
丁
卯
、
次
文
安
、
遣
人

諭
降
不
聽
、
遂
擊
破
之
。
盡
殺
其
丁
壯
、
俘
其
老
幼
。」﹇
一
二
九
頁
﹈

（
42
）　
『
遼
史
』
巻
四
、
太
宗
本
紀
、
会
同
五
年
一
〇
月
条
、
五
二
頁
以

降
、
遼
と
党
項
の
交
戦
は
同
巻
八
、
景
宗
本
紀
、
保
寧
五
年
正
月
条
、

九
三
頁
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

（
43
）　
『
遼
史
』
巻
一
〇
、
聖
宗
本
紀
、
統
和
元
年
（
九
八
三
）
正
月
条

に
は
「
西
南
面
招
討
使
韓
德
威
」
と
「（
西
南
路
招
討
使
）
大
漢
」
の

名
が
見
え
る
が
﹇
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
﹈、
す
で
に
羅
継
祖
『
遼
史
校

勘
記
』
一
九
五
八
年
、
二
四
頁
や
『
点
校
本
二
十
四
史
修
訂
本　

遼

史
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
六
年
、
一
二
五
頁
に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、

両
者
は
同
一
人
物
で
あ
る
。

（
44
）　

岩
﨑
二
〇
一
八
、
二
〇
九
―
二
二
六
頁
。

（
45
）　

蔵
才
族
に
つ
い
て
は
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
二
四
、
仁
宗

宝
元
二
年
（
一
〇
三
九
）
八
月
条
に
「
知
慶
州
・
禮
賓
使
張
崇
俊
言
、

知
豐
州
王
慶
餘
之
祖
承
美
、
本
藏
才
族
首
領
、
自
其
歸
朝
、
於
府
州

西
北
二
百
里
建
豐
州
、
以
承
美
爲
防
禦
使
、
知
蕃
漢
公
事
。
藏
才
凡

三
十
八
族
、
在
黑
山
前
後
、
每
歲
自
豐
州
齎
錦
袍
・
腰
帶
・
彩
茶
等

往
彼
招
誘
、
閒
將
羊
馬
入
貢
京
師
。
其
部
族
或
有
過
則
移
報
豐
州
、

以
蕃
法
處
之
。」
と
あ
る
﹇
二
九
二
〇
頁
﹈。
そ
の
他
の
諸
族
に
つ
い

て
は
、
同
巻
五
四
、
真
宗
咸
平
六
年
（
一
〇
〇
三
）
正
月
条
に
「
丙

午
、
遣
使
齎
詔
賜
豐
州
龍
移
・
昧
克
族
。
先
是
、
上
謂
知
樞
密
院
王

繼
英
等
曰
、
累
睹
邊
奏
、
言
遷
賊
屢
爲
龍
移
・
昧
克
所
敗
。
今
豐
州

推
官
張
仁
圭
與
藏
才
族
蕃
官
策
木
多
在
京
、
或
知
其
事
、
可
訪
之
。

繼
英
等
卽
召
問
仁
圭
・
乙
啜
等
。
仁
圭
等
言
、
龍
移
・
昧
克
、
…
…

其
地
在
黃
河
北
、
廣
袤
數
千
里
。
…
…
常
以
馬
附
藏
才
入
貢
。
…
…

繼
英
等
以
聞
。
…
…
乃
令
使
臣
往
豐
州
、
與
圍
練
使
王
承
美
協
議
招

諭
之
。」
と
あ
る
﹇
一
一
七
八
頁
﹈。

（
46
）　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
二
、
太
祖
開
宝
四
年
（
九
七
一
）
七

月
条
「
豐
州
衙
內
指
揮
使
王
承
美
遣
軍
校
言
、
願
誘
吐
渾
・
突
厥
內

附
。」﹇
二
六
九
頁
﹈
こ
こ
に
見
え
る
吐
渾
（
吐
谷
渾
）
や
突
厥
が
遼

の
西
南
面
招
討
使
に
統
轄
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
宋
史
』
巻
五
、
太

宗
本
紀
、
至
道
元
年
（
九
九
五
）
正
月
条
に
「
癸
亥
、
契
丹
大
將
韓

德
威
誘
党
項
勒
浪
・
嵬
族
自
振
武
犯
邊
。
永
安
節
度
使
折
御
卿
邀
擊
、

二
八
七
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敗
之
于
子
河
汊
。
勒
浪
等
乘
亂
反
擊
德
威
、
遂
殺
其
將
突
厥
太
尉
・

司
徒
・
舍
利
等
、
獲
吐
渾
首
領
一
人
、
德
威
僅
以
身
免
。」
と
あ
る
こ

と
か
ら
確
認
で
き
る
﹇
九
六
―
九
七
頁
﹈。

（
47
）　

閏
十
二
月
庚
寅
、
豐
州
刺
史
王
承
美
言
契
丹
日
利
・
月
益
・
沒

細
・
兀
瑤
等
十
一
族
七
萬
餘
帳
內
附
。
又
與
契
丹
戰
、
破
其
萬
餘
衆
、

斬
首
二
千
級
、
獲
天
德
節
度
使
韋
太
及
羊
馬
・
兵
器
萬
數
。
遣
其
弟

承
義
來
獻
俘
。﹇
五
三
一
頁
﹈

（
48
）　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
四
、
太
宗
太
平
興
国
八
年
（
九
八

三
）
三
月
条
「
壬
申
、
豐
州
刺
史
王
承
美
言
契
丹
來
寇
、
承
美
擊
敗

其
衆
萬
餘
、
追
北
百
有
餘
里
、
至
靑
冢
、
斬
首
二
千
餘
級
、
降
者
三

千
帳
、
獲
羊
馬
兵
仗
以
萬
計
。」﹇
五
四
〇
頁
﹈

（
49
）　

八
月
丁
酉
朔
、
置
先
離
闥
覽
官
六
員
、
領
于
骨
里
・
女
直
・
迪

烈
于
等
諸
部
人
之
隸
宮
籍
者
。﹇
一
二
四
頁
﹈

（
50
）　
『
遼
史
』
巻
三
三
、
営
衛
志
下
、
部
族
下
、
伯
斯
鼻
骨
徳
部
、
三

九
二
頁
。

（
51
）　
『
遼
史
』
巻
三
三
、
営
衛
志
下
、
部
族
下
「
五
國
部
。
剖
阿
里

國
・
盆
奴
里
國
・
奧
里
米
國
・
越
里
篤
國
・
越
里
吉
國
、
聖
宗
時
來

附
、
命
居
本
土
、
以
鎭
東
北
境
。」﹇
三
九
二
頁
﹈

（
和
洋
女
子
大
学
文
化
資
料
館
職
員
）

二
八
八
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表 1　聖宗三十四部の成立経緯一覧（『遼史』巻三三、営衛志下、388ｰ392頁）
前半一六部

部名 成立経緯

①撒里葛
奚に三營あり。撒里葛と曰い、窈爪と曰い、耨盌爪と
曰う。太祖奚を伐つや、降らんことを乞い、著帳の子
弟と爲さんことを願えば、宮分に籍し、皆く夷離菫を
設く。聖宗、各おの置きて部と爲し、改めて節度使を
設く。皆く南府に隸し、以て畋獵の役に備う。

②窈爪

③耨盌爪
④訛僕括 撒里葛三部と同じ。

⑤特里特勉

初め八部より各おの二十戶を析きて以て奚を戍り、落
馬河及び速魯河の側に偵候せしめ、二十詳穩を置く。
聖宗、戶口蕃息するを以て置きて部と爲し、節度使を
設く。

⑥稍瓦
初め、諸宮及び橫帳の大族の奴隸を取りて稍瓦石烈を
置く。稍瓦は鷹坊なり。遼水の東に居り、飛鳥を羅捕
するを掌る。聖宗、戶口蕃息するを以て部を置く。

⑦曷朮
初め、諸宮及び橫帳の大族の奴隸を取りて曷朮石烈を
置く。曷朮は鐵なり。以て海濱の柳濕河・三黜古斯・
手山に冶さしむ。聖宗、戶口蕃息するを以て部を置く。

⑧遥里
【奚王府六部内の三部。これらは聖宗期においても改変
を受けていない】

⑨伯徳
⑩楚里

⑪奥里
統和十二年（994）、梅只・墮瑰と與に三部の民籍の數
寡なきを以て、合わせて一部と爲す。上の三部を幷せ、
本奚王府に屬し、聖宗分かち置く。

⑫南剋
統和十二年、奚府の二剋を以て分かちて二部を置く。

⑬北剋

⑭隗衍突厥
聖宗、四闢沙・四頗憊戶を析きて置き、以て東北女直
の境を鎭めしむ。

⑮奥衍突厥 隗衍突厥と同じ。
⑯涅剌越兀 涅剌室韋戶を以て置く。

奚
王
府
六
部

二
八
九
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後半一八部
部名 成立経緯

⑰奥衍女直

聖宗、女直戶を以て置く。北府に隸し、節度使は西北
路招討司に屬し、鎭州の境を戍る。此自り河西部に至
るまで、皆諸國に俘獲するの民たり。初め諸宮に隸し、
戶口蕃息して部を置く。五國に訖るまで、皆節度使あ
り。

⑱乙典女直 聖宗、女直戶を以て置く。
⑲斡突盌烏古 聖宗、烏古戶を以て置く。
⑳迭魯敵烈 聖宗、敵烈戶を以て置く。
㉑室韋 聖宗、室韋戶を以て置く。
㉒朮哲達魯虢 聖宗、逹魯虢戶を以て置く。
㉓梅古悉 聖宗、唐古戶を以て置く。
㉔頡的 聖宗、唐古戶を以て置く。
㉕北敵烈 聖宗、敵烈戶を以て置く。
㉖匿訖唐古 聖宗置く。
㉗北唐古 聖宗、唐古戶を以て置く。
㉘南唐古 聖宗置く。
㉙鶴剌唐古 南唐古と同じ。
㉚河西 聖宗置く。
㉛薛特 開泰四年（1015）、回鶻戶を以て置く。

32伯斯鼻骨徳
本と鼻骨德戶たり。初め諸宮に隸し、聖宗、戶口蕃息
するを以て部を置く。

33達馬鼻骨徳 聖宗、鼻骨德戶を以て置く。

34五国
剖阿里國・盆奴里國・奧里米國・越里篤國・越里吉國、
聖宗の時來附すれば、命じて本土に居りて以て東北の
境を鎭め、黃龍府都部署司に屬せしむ。

　 注：【　】内の記述は筆者による補足である。

【
奥
衍
女
直
部
項
に

成
立
経
緯
が
総
括
さ
れ
る
十
三
部
】

二
九
〇
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表
2　

聖
宗
期
の
女
真
遠
征
（『
遼
史
』
巻
一
〇
〜
一
七
、
聖
宗
本
紀
に
基
づ
き
作
成
。）

元
号

西
暦

出
来
事

頁
数

第
一
回

統
和
元
年
　

九
八
三

一
〇
月　
　

聖
宗
、
高
麗
討
伐
を
企
図
し
、
宣
徽
使
兼
侍
中
の
耶
律
阿
没
里
、
林
牙
の
蕭
恒
徳
ら

に
東
征
を
命
じ
る
。

一
一
二
〜 

一
一
四

　
　

二
年
　

九
八
四

二
〜
四
月　

耶
律
阿
没
里
・
蕭
恒
徳
が
対
女
真
進
攻
で
の
戦
勝
を
報
告
。

八
月　
　
　

東
京
留
守
の
耶
律
末
只
、
女
真
八
族
の
内
附
を
報
告
。

第
二
回
　
　

三
年
　

九
八
五

七
月　
　
　

高
麗
討
伐
の
た
め
東
征
軍
を
整
え
る
。

八
月　
　
　

高
麗
討
伐
を
中
止
。
聖
宗
、
枢
密
使
の
耶
律
斜
軫
、
林
牙
蕭
恒
徳
ら
に
女
真
討
伐
を

命
じ
る
。

一
一
五
〜 

一
一
九

　
　

四
年
　

九
八
六

正
月　
　
　

林
牙
耶
律
謀
魯
姑
・
彰
徳
軍
節
度
使
蕭
達
凛
、
獲
得
し
た
俘
虜
を
献
上
。

　
　

耶
律
斜
軫
・
蕭
恒
徳
ら
、
生
口
十
余
万
・
馬
二
十
余
万
及
び
諸
物
を
献
上
。

第
三
回
　
　

六
年
　

九
八
八

八
月　
　
　

東
路
林
牙
蕭
恒
徳
と
統
軍
使
の
石
老
、
女
真
の
兵
を
破
り
、
そ
の
捕
虜
を
献
上
。

一
三
一

第
四
回

太
平
六
年

一
〇
二
六

二
月　
　
　

東
京
留
守
八
哥
、
兵
馬
都
部
署
の
黄
翩
が
女
真
の
境
界
に
進
攻
し
、
大
量
の
人
・
馬
・

牛
・
豕
を
俘
獲
し
た
こ
と
を
上
奏
。

一
九
九二

九
一
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表
3　

統
和
初
年
の
タ
ン
グ
ー
ト
討
伐
（『
遼
史
』
巻
一
〇
、
聖
宗
本
紀
、
一
〇
八
〜
一
一
三
頁
に
基
づ
き
作
成
。）

元
号

西
暦

記
事

統
和
元
年

九
八
三

正
月　

西
南
面
招
討
使
韓
徳
威
、
党
項
一
五
部
が
辺
境
を
侵
略
し
た
た
め
、
こ
れ
を
撃
退
し
た
こ
と
を
上
奏
。
聖
宗
、
阻
卜

討
伐
に
あ
た
っ
て
い
た
耶
律
速
撒
に
、
徳
威
と
共
に
党
項
諸
部
を
討
伐
す
る
よ
う
命
令
。

二
月　

速
撒
、
戦
勝
を
報
告
。

五
月　

韓
徳
威
、
西
突
厥
諸
部
に
対
す
る
討
伐
の
許
可
を
請
願
。
聖
宗
、
北
王
府
耶
律
勃
古
哲
に
命
じ
、
敵
畢
・
迭
烈
二
部

の
兵
を
率
い
て
応
援
に
向
か
わ
せ
る
。
韓
徳
威
、
党
項
諸
部
を
招
撫
し
、
多
く
の
帰
順
者
を
得
た
こ
と
を
上
奏
。

六
月　

韓
徳
威
、
党
項
酋
長
が
そ
の
夷
離
菫
の
子
ら
を
捕
え
、
内
附
し
て
き
た
こ
と
を
上
奏
。

七
月　

韓
徳
威
、
詳
穏
の
轄
馬
を
派
遣
し
、
討
伐
に
よ
る
俘
獲
の
数
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
夷
離
菫
の
子
を
献
上
。

八
月　

韓
徳
威
、
党
項
の
再
び
離
反
し
た
者
に
対
す
る
討
伐
の
許
可
を
請
願
。
聖
宗
、
こ
れ
を
許
可
し
、
別
部
の
兵
数
千
を

援
軍
と
し
て
派
遣
。

　
　

二
年

九
八
四

二
月　

韓
徳
威
、
党
項
の
征
討
お
よ
び
河
東
へ
の
侵
攻
の
戦
果
と
し
て
、
獲
得
し
た
捕
虜
を
献
上
。

二
九
二



confirming that those who either served the central Tang Court or were sta-
tioned at Tongguan 潼關 for its defense on the outbreak of the Rebellion, af-
terwards returned to their own protectorates or went to the defense of Emperor 
Suzong 肅宗 at his temporary palace in Lingwu 靈武, leading regiments of 
their Jimizhou subjects in the expedition. Such actions, in the author’s view, 
were indicative of the movements of other Jimizhou chieftains of Guannei 
during the Rebellion.
     The author concludes by arguing that the foundation for such action 
taken by Jimizhou chieftains during the An Lushan Rebellion was built by 
their activities during the previous Kaiyuan and Tianbao Eras, in that through 
administrative management of their protectorates along with their kinsfolk, 
they were able to hold influence over those regions in peacetime and thus 
make possible quick cohesion between them and the region’s inhabitants in 
responding to emergency situations. Moreover, their vice-commanderships in 
the Shuofang Army, which were conferred upon them owing to their experi-
ences and potential military power, enabled the Tang Dynasty to ally the Army 
with the region’s inhabitants under their command.

The Tribal System Under the Liao Dynasty as Seen From the Formation
of the Emperor Shengzong’s Thirty-Four Tribes

WATANABE Miki

     In the research to date on the history of the Liao Dynasty, the reign of 
Emperor Shengzong 垩宗 (982–1031) is regarded as the turning point in the 
Dynasty’s tribal system, based on the facts that Shengzong 1) reorganized the 
six nomadic tribes under the leadership of  Xiwang 奚王 that had existed since 
the founding of the Dynasty and 2) formed subjects not of Qidan 契丹 ethnic 
origin—the Ordo 斡魯朶 people and imperial slaves—into tribes. Since there 
is no record of any new tribal formation in the Liaoshi 遼史 histories from that 
time on, Shengzong’s reign is regarded as marking the completion of the 
Dynasty’s tribal system.
     Referred to in the Liaoshi as “Shengzong’s thirty-four tribes” (Sheng-
zong Sanshisibu 垩宗三十四部), the research to date has inferred that this 

iii



tribal collectivity was formed for the specific purposes of firmly establishing a 
centralized system of governance and expanding the tribal defense forces on 
the borders, despite the fact that no attempt have yet been made to ascertain 
the circumstances under which each individual tribe was formed. In order to 
fill this gap, the present article examines from which tribe each of Sheng-
zong’s thirty-four tribes originated through a careful survey of the background 
and motivation for each tribe’s formation.
     What this survey reveals is the possibility of classifying the thirty-four 
tribes into two distinct groups: those people already under the Liao rule prior 
to Shengzong’s reign and those people organized on the occasion of the acqui-
sition of human resources in the expeditions during Shengzong’s reign. Fur-
thermore, the purposes behind formation varied from tribe to tribe: for exam-
ple, compensating for population scarcities, accounting for war captives, the 
restoration of order on the frontier, and appeasing groups of people to submit 
to Dynasty rule. In other words, Shengzong’s thirty-four tribes were not 
formed collectively under a consolidated policy of political centralization and 
border defense, but rather formed separately and incrementally in the process 
of the Liao Dynasty attempting to solve domestic and foreign problems that 
had arisen during Shengzong’s reign.
     Despite the fact that the research to date has viewed the Liao tribal sys-
tem as depicted in the Liaoshi as a self-evident conclusion and has avoided 
any discussion other than the aims of creating the system as a whole, the au-
thor concludes that tracing the circumstances of formation tribe-by-tribe casts 
doubt on the argument of the research to date that Shengzong conceived his 
own master plan when reorganizing the tribal system. In the future, only care-
ful examination of conditions evolving over time promises to reveal the actual 
raison d’etre of the tribes formed under the Liao Dynasty.
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